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はじめに 
 

本市は、平成17年10月の市町村合併を経て、新たな佐賀市が誕生し、これを機に
本市の最上位計画である「第１次佐賀市総合計画」が策定されました。その後、平
成19年10月の２度目の市町村合併や社会情勢の変化に伴い改訂を重ね、現在は「第
３次佐賀市総合計画」を策定中です。 

一方、農業・農村分野の個別計画として平成14年3月に策定された「佐賀市農村
振興基本計画」も同様に、当時の社会情勢を背景に、本市の農業・農村の将来像、
振興方向及びその実現に向けた施策について調査検討を行い、平成21年3月に策定
しています。 

その後、少子高齢化や人口減少、地球温暖化など、国内外の社会情勢はさらに変
化し、農業を取り巻く環境も大きく変動しています。このような情勢の変化に対応
するため、今回「佐賀市農村振興基本計画」を策定することとしました。 

 

本計画では、本市の農業・農村の特徴を次のようにとらえました。 
  県内最大の市街地を有し、生産と消費が近接している 
  山から海まで、変化に富んだ生産条件を有している 
  食の安全・安心に対する市民の関心が高い 
  農地に対し、洪水対策などの防災機能への期待が高い 

 

これらの特徴を踏まえ、本市の農村地域の将来像とテーマを次のように設定しま
した。 

『未来につなぐ佐賀の農業を支える 力強く魅力ある農村づくり』 

  力強い農業基盤の整備 
  若者も住みたくなる 魅力ある農村環境づくり 
  都市と農村の交流促進 
  担い手の確保・育成 

 

これらは、農業を取り巻く新たな変化を的確にとらえ、本市の農業農村と市民生
活との関わりを深めることで、農業・農村の振興はもとより、豊かな市民生活の実
現を目指すために設定したものです。 

 

なお、本計画の策定にあたっては、住民の意向を反映させるため、住民を対象と
した「農村振興基本計画策定に係るアンケート調査（市民アンケート）」を実施し
ました。また、既存の農家アンケートや市民アンケートの調査結果を参考にすると
ともに、市民ヒアリング及び施策の連携を図るために関係部署14課を対象にヒアリ
ングを実施しています。 
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「佐賀市農村振興基本計画 将来像、テーマと施策」 
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１．力強い農業基盤の 

整備 

２．若者も住みたくなる 

魅力ある農村環境づくり 

３．都市と農村の 

交流促進 

４．担い手の確保・育成 

1-1 効率的な農業生産基盤と農村生活環境の整備 
  農業生産基盤の整備と保全 
  農地の集約化・大規模化の推進 
  集落内道路の改善、維持・保全 
  集落内水路の整備、維持・保全 

1-2 災害に強い農地・農村づくり 

  田んぼを活用した治水事業の推進 

  水路、ため池などを活用した防災・減災の推進 

1-4 耕作放棄地対策の推進 

2-1 地域の魅力を活かした持続可能な農村づくり 

  快適な農村環境の整備 

  環境保全型農業の推進 

  有機農業の推進 

2-２ 活発な農村集落コミュニティ形成への支援 

  地域主体の農村づくり 

2-３ 多様な農業生産活動を通じた多面的機能の発揮 
  農業振興による多面的機能の維持 

3-1 新しい農業・農村の姿の発信 

  体験・交流による農業の活性化 

3-2 地産地消の推進 

  市産農産物の流通・消費の拡大 

  生産者と消費者の「食」と「農」の相互理解の推進 

  安全・安心な農産物づくりの確保 

4-1 若者の農村への移住・定住促進策の推進 

  意欲ある新規就農者の確保・育成 

  多様な担い手の確保・育成 

4-2 スマート農業等、希望が見える農業基盤づくり推進 

  普及啓発と導入支援 

  モデル事例の育成・創出 

4-3 農業従事者への働きかけ 

  認定農業者の育成 

～ 

～

1-３ 有害鳥獣等の対策強化 

  被害防止に向けた体制の整備 

  被害防止対策の強化 
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１．佐賀市農村振興基本計画について 

1.1 計画策定の趣旨 

「佐賀市農村振興基本計画」は、本市の農業振興・農村づくりの目標と基本方針等を体系的
に整理し、今後の目指すべき方向性を示すものとして、平成21年3月に策定されました。 

その後、農業を取り巻く環境は変化し、少子高齢化に伴う担い手不足等により、遊休農地の
拡大や有害鳥獣被害の増加などの課題が山積しています。 

一方で、農業の集約化・効率化を目指した集落営農や法人化、あるいはスマート農業の取り
組みにより、農業の魅力や価値が再認識され、様々な人材が農業に関わる「田園回帰」の動き
もみられるようになってきました。 

さらに、近年の地球温暖化の影響等による激化する洪水災害対応策の一環として、農地（水
田）が持つ防災機能としての役割に注目が集まっています。 

このような社会経済情勢の変化を踏まえ、「佐賀市農村振興基本計画」を策定することとし
ました。 

本計画では、地域農業の健全な発展のために必要な「農業生産基盤の整備」および「農村地
域の生活環境の整備」を柱に、快適で個性ある農村地域づくりを目的として、農村地域の将来
像とその実現方法を具体的に示し、農業・農村の振興を図っていきます。 

 

 

1.2 計画策定にあたって 

本市の農地・農村の分布は、山間地に農村集落が点在する北部地域と、市街地を農地が取り
囲む中部地域、有明海干拓事業による広大な農地が広がる南部地域に大別されます。 

本計画の策定にあたっては、佐賀市全域を取り巻く農業農村環境の変化に加え、地形的、歴
史的な背景を踏まえ、地域の特徴・個性を活かしたものとすべく検討を行いました。 

また、農業・農村振興のキーワードは「住民の参加と連携」です。市民の意見を十分に反映
するため、市民アンケートや農家アンケートを実施し、その結果を踏まえた計画としています。 
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1.3 計画の位置づけと関連計画 

本計画は、「第２次佐賀市総合計画」を上位計画として、農村地域の振興策を定めています。
改訂にあたっては、関連計画との整合を図りつつ、「第４次佐賀市農業振興基本計画」との相
互補完関係を踏まえ策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国                                        

「食料・農業・農村基本計画（令和2年3月）」 

「食料・農業・農村基本法」に基づき、食料、農業、農村に関する政府が取り組むべき方針
を定めたもので、概ね5年ごとに改訂されることとしています。なお、世界の食料供給の不安定
化、急速な人口減少など、農業を取り巻く環境の変化を踏まえ、「食料・農業・農村基本法」
が、令和6年に25年ぶりに改正される予定です。 

「食料・農業・農村基本法」の改正等、新しい農政の動きとの整合を図り、連携、反映した
計画とします。 

 

佐賀県                                         

「佐賀県「食」と「農」の振興計画（令和5年8月）」 

「さがの食と農を盛んにする県民条例」に基づき、農業・農村の振興を図ることを目的とし
て策定されたものです。 

第２次佐賀市総合計画 
【計画期間 2015-2024】  

佐賀市農村振興基本計画 

【計画期間：2024-2033】  第４次佐賀市農業 
振興基本計画 

【計画期間 2024-2028】  

補完・連携 

佐賀市 

※第３次佐賀市総合計画策定中 

関連計画 

佐賀農業振興地域整備計画 

佐賀市田園環境整備マスタープラン 

佐賀市都市計画マスタープラン 

佐賀市景観計画 

佐賀市環境基本計画 

佐賀市過疎地域持続的発展計画 

第２次佐賀市森林・林業再生計画 

佐賀市地域防災計画 

食料・農業・農村基本計画 
【計画期間 2019-2028】  

国 佐賀県 

佐賀県「食」と「農」の振興計画 
【計画期間 2023-2032】 

整合・連携・反映 

 市民 

 意見 

反映 

新しい農政の動き 
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佐賀市の関連計画                                 

本計画は、地域づくりを対象としているため、多くの計画が関連していきます。これらの諸
計画と連携して計画を進めていきます。 

 

               表1-1 関連計画の概要 

 計画名・策定年 概要 

上位計画 

第２次佐賀市総合計画（後期基本計画） 
令和2年3月 

本市のまちづくりを総合的かつ計画的に
進めていくための「まちづくりの指針」と
なるもの。「市政運営の指針」とも言える
ものであり、本市の行政運営における最上
位計画と位置付けられる。 

現在（令和6年3月）、総合計画の見直し
が進められ、令和6年度に「第３次佐賀市
総合計画」が策定される予定。 

農村振興 
関連計画 

佐賀市田園環境整備マスタープラン 
平成21年3月 

農業農村整備事業と環境の調和にかかわ
る基本方針、対応策を示すもの。 

第４次佐賀市農業振興基本計画 
令和6年3月 

農業所得の向上と農業経営の安定化を図
り、持続可能な地域農業を確立していくた
めに、農業の目指すべき姿とその実現方法
を具体的に示すもの。 

佐賀農業振興地域整備計画 
令和元年7月 

農用地の土地利用計画及び農業生産基盤
の整備開発計画を地区別に策定し、農地の
総合的な利用促進を図るべく計画されたも
の。 

農業経営基盤の強化の促進に関する 
基本的な構想 
令和5年9月 

農業生産展開の基礎となる優良農地の確
保を図ることを基本として、佐賀農業振興
地域整備計画に即し、引き続き農村地域の
秩序ある土地利用の確保のための構想。 

まちづくり 
関連計画 

佐賀市都市計画マスタープラン 
平成22年3月 

都市計画区域内における市域の都市計画
の方針を定めるもの。「安心と快適性を後
世へと受け継ぐまち さが」をテーマに掲
げ、安心と快適性を兼ね備えたゆとりが感
じられる住みよいまちづくりを目指してい
る。 

佐賀市景観計画 
平成24年3月 

本市の景観特性やまちづくりの方向性を
踏まえ、「基本理念」と「４つの基本方
針」を定め、各ゾーン、各地区の特性に応
じて建築物や工作物などの建築行為等が周
辺景観と調和するよう、方針と基準を設定
している。 

佐賀市環境基本計画 
平成27年10月 

環境の保全及び創造に関する施策を総合
的かつ計画的に進めることを目的としてい
る。令和6年度に第3次計画の策定を予定し
ている。 

北部地域 
関連計画 

佐賀市過疎地域持続的発展計画 
令和3年 

富士地区、三瀬地区を対象とし、地域の
持続的発展のための基本目標として、将来
において一定水準の安定した人口を維持す
るための数値目標を定めている。 

第2次佐賀市森林・林業再生計画 
令和5年9月 

森林・林業再生計画の施策を展開し、
「森林環境の保全」及び「森林・林業の再
生」の取り組みの中で、市民生活に貢献す
る森づくりや市産木材の需要促進を図り、
林業の経営基盤の強化や木材生産の効率化
を推進し、森林の大切さや木材の良さに対
する市民の理解を深め、市産材の利用促進
と林業の活性化を図ることとしている。 

防災関連計画 

佐賀市地域防災計画 
令和5年10月 
佐賀市国土強靭化地域計画 
令和2年5月 

国の防災基本計画を踏まえ、本市の地域
並びに市民の生命、身体及び財産を災害か
ら保護することを目的としたもの。 
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1.4 計画の構成 

本計画は、①地域の情勢と診断で地勢等の現況と課題を整理します。②地域の将来像で将来
の望ましい姿と目標等を定めます。③地域振興施策の基本方針で将来像を実現させるために必
要な施策や住民参加の方針等を定めます。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 計画の期間 

「地域の望ましい姿」は、20年あるいは30年後を見据えたものとする必要がある一方、農
業・農村を取り巻く環境や対処すべき課題は目まぐるしく変化しているため、計画期間は、
2024年（令和6年度）を初年度とし、2033年（令和15年度）までの10年間としています。 

なお、今後の社会経済情勢の変化等に柔軟に対応するものとし、必要に応じて見直しを行う
ものとします。 

  

◎ 地域等の現況の整理 

・市民アンケート 

・関係部局ヒアリング 

◎ 課題の整理 

① 地域の情勢と診断 

◎ 地域の将来の望ましい姿 

◎ 農村振興のテーマ 

◎ 農村振興の目標 

② 地域の将来像 

◎ 将来像実現のために必要な施策 

◎ 地域別振興方向 

◎ 推進プログラム 

◎ 住民参加の方針 

③ 地域振興施策の基本方針 
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２．地域情勢と診断 

2.1 地域の情勢 

2.1.1 地域の現況 

１）人口・世帯数の動向と将来予測 

本市は、北に脊振山地、南に有明海を擁 
し、市の南部は広大な佐賀平野に位置して 
います。 

2005年（諸富町、大和町、富士町、三瀬 
村）と2007年（川副町、東与賀町、久保田 
町）の市町村合併を経て、人口231,248人 
（2022年10月1日現在：推計値）、総面積 
431.42km2の都市となっています。 

 

 

 

（１）人口、世帯数の推移 

本市の総人口は、2022年には231,248人と佐賀県全体の28.9％を占めています。 
2020年から過去25年間の推移を見ると、1995年の246,674人をピークに減少傾向に転じ、

13,373人（5.4％）減少しています。また、減少率は、佐賀県全体8.2％と比較すると小さく
なっています。 

一方、世帯数は2020年に96,874世帯であり、過去25年間では、人口の減少に対し、14,422
世帯（17.5％）増加しています。 

 

  

図 2-2 人口・世帯数の推移 （資料：国勢調査） 

1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年

世帯数 76,495 82,452 85,003 87,731 90,435 93,306 96,874

人口 243,726 246,674 243,076 241,361 237,506 236,372 233,301

225,000

230,000

235,000

240,000

245,000

250,000

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

95,000

100,000

世帯数 人口

図 2-1 佐賀市位置図 
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（２）年齢階層別人口の推移 

2020年における年齢階層別人口を見ると、65歳以上の老齢人口は66,554人で 28.5％を占
めており、全国の28.6％とほぼ同じです。 

また、老齢従属人口指数（老齢人口を生産年齢人口で除した値）は49.0％で、これは働き
手2.0人で高齢者1人を扶養していることになります。 

過去10年間では年少人口（15歳未満）、生産年齢人口（15〜64歳）が減少し、老齢人口
（65歳以上）が増加しています。 

 

 

 

図 2-4 年齢階層別人口比率の推移 （資料：国勢調査） 

図 2-3  佐賀県、佐賀市の人口減少率（1995 年を１00％ととした場合） 

   （資料：国勢調査） 

1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年

佐賀市 100.0% 98.5% 97.8% 96.3% 95.8% 94.6%

佐賀県 100.0% 99.1% 98.0% 96.1% 94.2% 91.8%

佐賀市 94.6%

佐賀県 91.8%

90.0%

92.0%

94.0%

96.0%

98.0%

100.0%

33,762人

14.3%

32,324人

13.8%

30,847人

13.2% 11.9%

147,400人

62.5%
141,105人

60.3%
135,900人

58.3%
59.5%

54,548人

23.2%
60,734人

25.9%
66,554人

28.5%
28.6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010年 2015年 2020年 2020年（全国）

15歳未満 15～64歳 65歳以上

36,026,632 人 

75,087,865 人 

15,031,602 人 
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（３）地域別人口の推移 

本市は、地形条件等から大きく北部（三瀬地区・富士地区）、中部（佐賀地区、大和地区、
諸富地区、久保田地区）、南部（東与賀地区、川副地区）に区分されます。 

地域別の人口の推移を見ると、中部がわずかに減少しているのに対し、北部は15年間に約
25％、南部は約10％と減少率が高いことがわかります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）将来人口の予測 

将来の人口予測について、「令和4年度 佐賀市人口ビジョン」では、今後も人口減少傾向
は進み、2020年から35年後の2055年には佐賀市全体の人口は169,809人（27％減）と予測さ
れています。特に、南部地域では57％減少、北部地域では71％減少すると予測されています。 

 

 

  

4,711 4,132 
3,565 

3,028 2,523 
2,061 

1,666 1,347 

23,070 

21,152 

19,197 

17,196 

15,242 

13,362 

11,596 

9,973 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055

将来人口（北部地域、南部地域）

北部 南部

図 2-5 地域別総人口の推移（2005 年を 1.０とした場合） 

（資料：国勢調査） 

図 2-7 佐賀市の将来人口予測 （資料：令和４年度 佐賀市人口ビジョン） 

205,520 

202,526 
198,004 

191,664 
183,954 
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158,489 

233,301 227,810 220,766 

211,888 
201,719 

191,073 180,407 

169,809 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055

将来人口（佐賀市全体、中部地域）

中部 佐賀市全体
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0.75 

0.99 0.99 0.98 

0.99 

0.96 

0.89 

0.70

0.75

0.80

0.85

0.90
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1.00
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北部

中部

南部

図 2-6 地域区分図  

旧 
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図 2-9 佐賀市の産業別就業人口 （資料：国勢調査） 

図 2-8 産業別就業人口比率 （資料：国勢調査） 

表 2-1 産業別就業人口比率 

（資料：国勢調査） 

（単位：人） 

２）産業構造と動向 

産業就業人口は、2010年以降も増加傾向にあり2020年には121,754人となりました。産業別
に見ると、第1次産業は減少し、第2次産業、第3次産業は増加している傾向があります。産業
別人口比率では、第3次産業が最も多く73.1%を占めています。 

これを全国と比較すると、第1次産業、第3次産業の比率が高く、第2次産業の比率が低いこ
とがわかります。  

 

産業 
年 

第 1 次産業 第 2 次産業 第 3 次産業 分類不能 計 

2010年 7,542 20,729 79,825 4,284 112,380 

2015年 6,668 21,156 81,520 5,878 115,222 

2020年 6,303 22,122 89,055 4,274 121,754 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐賀市における産業別就業者の年齢構成をみると、農業は65.3％が60歳以上で、30歳未満
の就業者はわずか4.1％にすぎません。 

 

  

6.7% 5.8% 5.2% 7.2% 3.4%

18.5% 18.3% 18.2%
23.2%

23.0%

71.0% 70.8% 73.1% 66.0% 70.6%

3.8% 5.1% 3.5%
3.6% 3.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010年 2015年 2020年 佐賀県(2020) 全国（2020）

第１次 第２次 第３次 分類不能

4.1%

11.8%

10.0%

12.4%

17.1%

8.8%

28.3%

7.7%

14.7%

14.7%

15.3%

19.4%

14.7%

13.5%

10.0%

27.6%

16.5%

24.7%

24.7%

25.3%

18.8%

12.9%

26.5%

24.1%

20.0%

21.2%

24.7%

14.1%

28.8%

16.5%

21.2%

19.4%

12.9%

18.8%

15.9%

36.5%

2.9%

13.5%

8.2%

4.7%

7.7%

9.4%

農業

林業

漁業

建設業

製造業

運輸・郵便業

宿泊・飲食サービス業

佐賀市 産業別就業者の状況（2020年）

15-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上
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3）土地利用 

本市は、北部の山間地域と南部の沖積平野で構成されており、両地域を結ぶように南北に嘉
瀬川が縦断し、自然環境に恵まれた土地となっています。 

本市の有租地の総面積は260.64ｋ㎡で、その内訳は農地（田、畑）が44.9％を占めており、
山林34.8％、宅地14.7％となっています。なお、農地の90.2％は水田です。 

  

 

 

図 2-11 みどりの分布図 （資料：佐賀市緑の基本計画） 

図 2-10 地目別土地面積（有租地）の割合 

（資料：令和５年佐賀市のすがた） 
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図 2-12 佐賀市の水路網図 

4）関連する自然環境・社会環境 

（１）景観 

本市の土地利用・景観において最も特徴的で
ある水路（クリーク）は、農業用水路としての
役割を果たす一方で、大雨時には一時的に雨水
をため込む貯留機能を有しています。 

古くは、クリークに生育するアシやマコモは
燃料や屋根材料に、底泥は田畑の肥料として利
用されるなど、歴史的にも地域に深く関係して
おり、住民の関心も高いものがあります。中で
も、兵庫地区周辺はクリーク密集地であり、こ
れを保存、活用するため「ひょうたん島公園」
が整備されており、地域住民に憩いの場を提供
しています。 

このように、クリークが織りなす田園風景は、
佐賀平野独特の景観であると言えます。 

 
一方、北部地域では緩斜面に広がる棚田や周  

辺の自然が四季折々の表情を見せ、棚田と集落   
が一体となって、のどかな田園風景を形成して 
います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ひょうたん島公園 西の谷の棚田 
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（２）観光 

本市には、北部に広がる豊かな山林や温泉、南部の有明海、筑後川、また市街地の歴史、文
化など多種多様な観光資源があります。 

また、毎年11月に開催される「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」や毎年2月から3
月に開催される「佐賀城下ひなまつり」など、季節の風物詩として定着しているイベントには、
多くの観光客が訪れています。 

特にバルーンフェスタは、佐賀平野の広大な田園風景を背景に行われる国際的なイベントで、
毎年90万人程度の観客動員数を誇っています。 

本市の観光客数は毎年600万人程度でしたが、令和2年以降は新型コロナウィルス感染症の影
響で減少しています。また、令和3年の観光客の内訳を見ると、27％が県内、38％が九州他県
からの来訪者でした。 

 
 

年 次 
区 分 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 

観光客数 

総計 5,880 6,720 5,906 3,108 3,270 

日帰り 5,189 6,002 5,180 2,720 2,888 

宿泊 691 718   726   388   382 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（資料：令和５年佐賀市のすがた）            （資料：令和４年版佐賀市統計データ） 

886千人

27%

1,233千人

38%
252千人

8%

141千人

4%

56千人

2%

702千人

21%

県内 九州 近畿 中国 四国 その他

（資料：令和４年版佐賀市統計データ）                   

表 2-２ 観光客数 （単位：千人） 
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（３）歴史・伝統・文化財資源 

本市には、縄文時代早期の低湿地遺跡である東名遺跡をはじめ、弥生・古墳時代の数々の遺
跡や奈良・平安時代の肥前国庁跡などがあります。また、佐賀城跡や長崎街道沿いの文化財、
葉隠発祥の地、幕末から明治維新にかけて活躍した七賢人（鍋島直正、佐野常民、島義勇、副
島種臣、大木喬任、江藤新平、大隈重信）にちなんだ歴史遺産等も数多く存在しています。 

また、17世紀には成富兵庫茂安の指導の下、取水施設である石井樋が築造されました。これ
により、水のまち佐賀の源となっている嘉瀬川の水が、佐賀城下の生活用水や農業用水として
利用されるようになりました。そのほか、山間部に自然石で作られた取水堰や干拓の歴史を今
に伝える石積堤防等、水を導く歴史的建造物も多く存在します。 

伝統行事としては、市内の各地で浮立と呼ばれる民俗行事が行われています。浮立は、秋の
休日に実施され、農家の豊作への祈りや自然への感謝の念が表現されたものと言われており、
高齢者から若者までが参加する伝統芸能です。しかし、近年の少子高齢化や人口減少、さらに
は、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、長年続いてきた伝統芸能の衰退が危惧されます。 

本市で行われている浮立などの主な伝統芸能について、表2-3に示します。 
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伝統芸の名称 概要 写真 

白鬚神社の田楽 
（久保泉町） 

国重要無形民俗文化財 
 

稚児田楽の種類に属し、造花を持
つ“はなかため”と鼓を打つ“すってん
てん”の幼児各1人、編木をつく“さ
さらつき”の少年4人、太鼓を打つ
“かけうち”の青年2人、笛役の壮年7
人の演者で行われ、各演者の所作扮
装に特色があり、九州地方では珍し
い存在です。 
 

 

見島のカセドリ 
（蓮池町） 

国重要無形民俗文化財 
 

この行事では、“かせどり”の青年
2名が、長さ1.7メートルほどの竹を
脇に抱え熊野神社の拝殿に走り込
み、先が細かく割られたその竹を床
に激しくうちつけます。以前には旧
暦1月14日に催されていた小正月の
行事で、県内では他に伝承されてい
ない神人訪問の伝統行事として注目
されています。 

 

 

三重の獅子舞 
（諸富町） 

県重要無形民俗文化財 
 
獅子舞は囃子方のお囃子に合わせ約
20分間を要し、操作には約40人前後
の青・壮年があたり、めずりは小学
生高学 年2 人が 行いま す。 二段継
ぎ・三段継ぎの勇壮な曲技的所作
は、全国的に見ても類例は見られま
せん。 
 

 

市川の天衝舞浮立 
（富士町） 

県重要無形民俗文化財 
 

三日月に形どった雲龍を画いた直
径1m余りのテンツキとよばれる大
きな紙張りの巨大な前立を額に付
け、腰にゴザを下げた踊手が両手に
バチをもって大太鼓を打つ民俗芸能
で、毎年10月中旬に氏神諏訪神社境
内で催される神事です。 

 

 

 

  

表 2-３ 伝統芸能と保存活動 
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（４）交通 

本市の主要道路は、東西に国道34号、207号、208号、264号、444号が横断し、南北には国道
263号、323号が縦断しています。また、広域的な交通網として市域の中央部を長崎自動車道が
東西に横断しています。さらに、新たな高規格道路として、有明海沿岸地域の各都市との交流
及び九州佐賀国際空港や重要港湾との連携を強化する有明海沿岸道路、長崎自動車道や西九州
自動車道などとの連携を強化する佐賀唐津道路の整備が進められています。 

鉄道は、市域の中央部をJR長崎本線が横断し、中心部に佐賀駅、その他伊賀屋、鍋島、久保
田と常設駅は4駅です。 

有明海に面した市域の最南端部には、空の玄関口として九州 
佐賀国際空港が位置しています。 

近年は、地域福祉の観点から住民たちが互助の精神でつくる     
移動・外出の手段として、住民主体の移動サービスが注目され  
ています。本市では巨勢町の「コセべんりカー」や久保田町の 

「さるこうカー」などがあります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コセべんりカー 

図 2-13 佐賀市の交通網図 

九州佐賀国際空港 
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2.1.2 農村地域の現況 

1）佐賀市の農業の概況 

（１）地勢と農地分布状況（立地条件） 

本市の地形は南北に長く、北部は福岡県と接した山間部であり、南部は有明海に面した平野
部です。 

また、農地・農村の分布は、山間地に農村集落が点在する北部地域と、市街地を農地が取り
囲む中部地域、有明海干拓事業による広大な農地が広がる南部地域に大別されます。 

このような区域における特徴を整理したものを表2-4に示します。 
 

 

 

 北部（山地農村エリア） 中部・南部（平地農村エリア） 

農村分布 
概ね山林が占める中、農地・農村が点
在する 

ほぼ中央に市街地区域があり、周りを広大な農
地・農村が取り囲む 

地形 山間地であり、傾斜地が多い 広大な平坦地 
農地 棚田、畑地が大半である 水田が中心 
人口 過疎地域 市街地に人口の大半が集まっている 

交通網 
集落間、市街地へのアクセスが課題 
福岡都市圏とのアクセスがいい 

高速道路、鉄道、空港がある 
市街地を中心とする交通網が充実している 

景観 山林、湖面 市街地、水田、有明海 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

                        

                        

北部（山地農村エリア） 

中部・南部（平地農村エリア） 

表 2-4 北部地域と中部・南部地域の特徴 

図 2-14 農地分布状況と地域区分 

市町村界

国道

高速道路

県道

田

畑

牧草地

樹園地

凡   例
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図 2-15 農家戸数の動向 （資料：農林業センサス） 

（２）農家数・農家率、専業・兼業別農家数 

2020年における本市の農家数は2,662戸で、過去10年間に764戸（22.3％）減少しており、佐   
賀県全体（25.7％）を若干下回っているものの、高い減少率となっています。また、農家率は
2010年の3.8%から、2020年には2.7%に低下しており、佐賀県全体（6.0％）を下回っています。 

  

 

 

 

2015年における専兼別農家数は、 
専業農家809戸、第１種兼業農家458戸、 
第２種兼業農家 1,073戸と第２種兼業農 
家が約半数を占めています。専業農家率 
は34.6%と高く、佐賀県全体の31.2％を 
上回っています。 

また、過去５年間の推移では、第１種 
兼業農家と第２種兼業農家がともに減少 
しているのに対し、専業農家は増加（6.1%） 
しています。 

 
 

（３）経営規模別農家数 

経営規模別農家数は2010年からの10年 
間で、3ha未満は年々減少傾向にあります 
が、3ha以上は増加傾向にあります。 

 

 

 

  

3,426戸 3,030戸 2,662戸

0戸

500戸

1,000戸

1,500戸

2,000戸

2,500戸

3,000戸

3,500戸

4,000戸

2010年 2015年 2020年

農家数 （戸）

3.8% 3.2% 2.7%

6.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

2010年 2015年 2020年 佐賀県2020

農家率

1,528戸
1,296戸

1,057戸

672戸

558戸

491戸

203戸

195戸

188戸

505戸

531戸

587戸

0戸

500戸

1,000戸

1,500戸

2,000戸

2,500戸

3,000戸

3,500戸

2010年 2015年 2020年

1ha未満 1～2ha 2～3ha 3ha以上

760戸 809戸

640戸 458戸

1,248戸
1,073戸

0戸

500戸

1,000戸

1,500戸

2,000戸

2,500戸

3,000戸

2010年 2015年

専業 第１種兼業 第２種兼業

図 2-18 経営規模別農家数の推移 

  （資料：農林業センサス） 

図 2-16 農家率の推移 （資料：農林業センサス、国勢調査） 

※農家率＝総農家数÷総世帯数×100 

※ 

増加傾向 

減少傾向 

 

図 2-17 専兼別農家数の推移（販売農家） 

  （資料：農林業センサス） 

増加 6.1% 
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（４）経営耕地面積、出荷額 

本市北部の山麓地域では、みかんを主とした果樹の生産地帯であり、南部の平野部では米・
野菜の生産が主体となっています。 

地域別の特徴として、平野部では、土地利用型農業の複合経営策としての取り組みが主であ
り、いちご、アスパラ、なす、トマト、きゅうり、小ねぎ等の施設野菜やたまねぎなどの露地
野菜が生産されています。中山間部では、温州みかんや中晩柑などの果樹栽培、北部の山間部
では冷涼な気候を活かした、ほうれんそう、ピーマン、パセリ、レタス、アイスプラントなど
多彩な高冷地野菜の産地が形成されています。 

2020年における本市の経営耕地面積は10,454haで、水田が10,060haと全体の96.2％を占めて
います。次いで果樹園241ha（2.3%）、畑153ha（1.5%）となっており、2010年からの5年間
では、農地転用による住宅地の増加等の影響で耕地面積は減少しましたが、2020年には水田面
積が若干増加しています。 

農家1戸当りの耕地面積は、2020年では約4ha／戸と佐賀県全体の2.2haを上回っています。
また、2010年から約0.7ha増加しており、これは農地の利用集積が進んでいることが要因と思わ
れます。 

  

 

 

 

 

2022年（令和4年）の農業産出額は約168億円で
す。内訳を見ると、米が最も多く56億円と33.3％
を占めており、以下、野菜50億円、果実21億円と
なっています。 

  

図 2-19 経営耕地面積 

（資料：農林業センサス） 

米

56億円

麦類

9億円

豆類

5億円
いも類

1億円

野菜

50億円

果実

21億円

畜産

15億円

不明

11億円

図 2-21 農業産出額の内訳 
（資料：農林水産統計年報（令和４年版）） 

図 2-20 農家１戸当り経営耕地面積 

（資料：農林業センサス） 
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2.3％

0ha
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4,000ha

6,000ha

8,000ha

10,000ha

12,000ha

2010年 2015年 2020年

田 畑 果樹園
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3.4ha
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2.3ha
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1.0ha
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佐賀市 佐賀県

農業 

算出額 

168 億円 
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（５）食料自給率、農産物に関する市民意見 

全国の食料自給率は、カロリーベースで令和3年度は38％に過ぎませんが、佐賀県における
食料自給率は95％と、非常に高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民アンケートでは、食料自給率について「100％を目指すべき」と「一定水準まで引き上
げるべき」と答えた人の比率は、前回計画（H21.3）時の90.5％から83.9％と若干減少していま
すが、依然として高いことがうかがえます。 

また、低農薬・有機栽培などの健康に配慮した農作物の購入や、地産地消・国産等の産地に
ついて、9割の人が関心あると回答しています。 

 

表 2-5 九州県別の食料自給率の推移 

10.3% 73.6% 6.5% 8.9% 0.7%市全体

食料自給率について

① 100％を目指すべき ② 一定水準まで引き上げた方がいい ③ 現状のままでいい ④ わからない ⑤ 無回答

（資料：市民アンケート） 

（資料：農林水産省 HP） 

（資料：市民アンケート） 

10.9% 50.6% 20.2% 4.7% 9.9%

2.6%

1.1%市全体

低農薬・有機栽培などの農作物の購入について

① 関心は高く、多少高額でも購入する ② 関心はあるが、時々購入する程度 ③ 関心はあるが、購入したことはない

④ 関心はあり、今後購入していく ⑤ 特に関心はない ⑥ わからない

⑦ 無回答

49.7% 35.4% 2.2%

3.9%

6.9%

1.0%

0.9%

市全体

地産地消・国産などの農作物の購入について

① 国産、佐賀産へのこだわりは高い ② 関心はあるが、時々購入する程度 ③ 関心はあるが、購入したことはない

④ 関心はあり、今後購入していく ⑤ 特に関心はない ⑥ わからない

⑦ 無回答
（資料：市民アンケート） 

（資料：市民アンケート） 

10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度
(概算値)

全 国 40 40 40 40 40 40 40 38 38 37 38 37 38
福 岡 21 20 22 22 22 22 19 19 20 20 19 17 20
佐 賀 93 87 98 96 100 94 84 87 93 95 72 85 95
長 崎 42 41 41 43 42 43 41 45 47 45 39 38 41
熊 本 63 53 61 62 63 62 52 58 58 59 56 55 58
大 分 55 45 54 54 54 55 46 47 47 47 42 40 46
宮 崎 62 58 62 61 60 62 60 66 65 64 60 61 64
鹿児島 88 76 80 83 83 80 78 87 82 79 78 77 79
沖 縄 37 40 33 34 31 33 27 36 33 27 34 32 32

令和平成
カロリーベース
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（6）市民の農村への移住等について 

市民アンケートでは、農村、農村エリアに住んでみたいと思うかという問いに対し、中部で
は、「今後農村エリアへの移住を考えている」との回答はほとんどないが、「移住に興味があ
る」との回答は5.9％ありました。現状のままでは、都市部から農村部への移住が難しい状況で
あり、移住に興味を持っている人が移住を選択するために必要な農村環境改善が必要であるこ
とがわかります。 

 

また、農村部への移住の際に最も重要な条件となる生活環境についての問いには、「交通ア
クセス」が最も多く、特に、北部では60.0％を占めています。 

一方、南部では「交通アクセス」の46.7％に次いで、「福祉・医療施設」が20.0％となって
います。 

なお、「教育施設」との回答は、中部の8.5％のみで、北部、南部では回答者はありませんで
した。これは、少子高齢化や過疎化の影響により、子育て世代が中部に多く住んでいることが
考えられます。  

0.8%

0.7%

1.8%

5.1%

2.0%

5.9%

2.2%

27.9%

3.0%

34.6%

4.0%

4.0%

6.9%

3.4%

6.3%

44.7%

60.4%

38.8%

69.1%

14.8%

25.7%

14.1%

13.0%

2.7%

2.0%

2.5%

3.6%

市全体

佐賀北部

佐賀中部

佐賀南部

農村、農村エリアに住んでみたいと思いますか

① 市街地に住んでいるが、今後農村への移住を考えている ② 市街地に住んでいるが、農村への移住に興味がある

③ 市街地に住んでおり、今後も市街地に住む ④ 農村に住んでいるが、市街地への移住を考えている

⑤ 農村に住んでおり、今後も移住するつもりはない ⑥ わからない

⑦ 無回答

（資料：市民アンケート） 

36.5%

60.0%

34.0%

46.7%

7.1%

8.5%

18.3%

18.9%

20.0%

5.6%

6.6%

12.7%

40.0%

12.3%

6.7%

10.3%

12.3%

9.5%

7.4%

26.6%

市全体

佐賀北部

佐賀中部

佐賀南部

農村集落・農村エリアへの移住の際に、

最も重要な条件となる生活環境等はなんですか

① 道路・交通網等の交通アクセス ② 学校や保育園等の教育施設 ③ 福祉施設、病院などの医療施設

④ コミュニティ、住民交流施設 ⑤ スーパー、コンビニ等の買い物施設 ⑥ 特にない

⑦ 無回答
（資料：市民アンケート） 
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1ha未満 1～5ha 5～10ha 10～20ha 20～30ha

30～50ha 50～100ha 100～150ha 150ha以上

２）地域別の農家特性（耕作地面積、作物） 

地域別の農家の栽培作物は、表2-6に示すように土地利用型農業、施設園芸農業を主とする市
街地を取り巻く中部地域と、施設園芸農業、観光農園を主とする北部地域、その中間地点の山
麓部での果樹栽培の地域に区分されます。 

表2-6 地域別栽培作物 

地 区 特徴的な栽培作物等 

北部地域 
富士地区 

気候条件を活かした良食味米 
レタス、ホウレンソウなどの複合経営 
花きなどの施設園芸農業 

北部地域 
三瀬地区 

気候条件を活かした良食味米 
イチゴ、ピーマン、花き等の施設園芸農業 
ブルーベリー、りんご、栗等の観光農園 

中部地域 
大和地区 

平坦部：水稲・麦・大豆による土地利用型農業 
イチゴ、花き等の施設園芸農業 

山麓部：みかん等の果樹栽培 
山間部：小ねぎ、ナス、ニラ等の施設園芸農業 

中部・南部地域 
佐賀・諸富・川副・東与賀・久保田地区 

水稲・麦・大豆による土地利用型農業 
イチゴ、アスパラガス、トマト等の施設園芸農業 

 
地区別の耕地面積を見ると、北部では5ha未満が98％とほとんどを占めています。 
一方、中部では5ha未満が約8割を占めるものの、5〜10ha及び10ha以上がそれぞれ1割を占め

ています。また、わずかではありますが150ha以上の耕地面積を持つ経営体もあります。 
南部では、さらに耕作面積規模は大きくなり、5ha以上が3割を占め、150ha以上の耕地面積

を持つ経営体もわずかにあります。 
 

  

 

 

 

  

図 2-22 地域別規模別耕作地面積（経営体数） （資料：農林業センサス 2020） 

経営体数（北部） 経営体数（中部） 経営体数（南部） 

47%
51%

2%

45%

37%

9%

4%

2%
2% 1%

45%

24%

14%

10%

3%
3% 1%

地域 1ha未満 1〜5ha 5〜10ha 10〜20ha 20〜30ha 30〜50ha 50〜100ha 100〜150ha 150ha以上 計

経営体数 279 303 9 1 0 0 0 0 0 592
比率 47.1% 51.2% 1.5% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

経営体数 545 443 115 45 23 24 8 1 3 1207
比率 45.2% 36.7% 9.5% 3.7% 1.9% 2.0% 0.7% 0.1% 0.2% 100.0%

経営体数 228 121 71 49 16 14 5 0 2 506
比率 45.0% 23.9% 14.0% 9.7% 3.2% 2.8% 1.0% 0.0% 0.4% 100.0%

北部

中部

南部
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北部地域（三瀬地区） 
気候条件を活かした良食味米 

イチゴ、ピーマン、花き等の 

施設園芸農業 

ブルーベリー、りんご、栗等の 

観光農園 

北部地域（富士地区） 
気候条件を活かした良食味米 

レタス、ホウレンソウ等の複合経営 

花き等の施設園芸農業 

中部地域（大和地区） 
平坦部：水稲・麦・大豆による土地利用型農業 

イチゴ、花き等の施設園芸農業 

山麓部：みかん等の果樹栽培 

山間部：小ねぎ、ナス、ニラ等の施設園芸農業 

中部・南部地域 
 （佐賀・諸富・川副・東与賀・久保田地区） 

水稲・麦・大豆による土地利用型農業 

イチゴ、アスパラガス、トマト等の施設園芸 

農業 

図 2-23 農地の分布状況と地区別の農産物 
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３）農業への興味、農業の継続にかかわる状況 

市民アンケートによると、「農業に関心がある」と答えた人は28.4％でした。地域別にみる
と、中部で最も多く31.3％の人が関心を持っています。一方で、「農業従事者で、今後はやめ
る」と答えた人は北部、南部で多く、南部では11.7％でした。 

 

 

農業のイメージについて農業従事者へのアンケートでは、「食糧確保に必要」「収入が不安
定」「重労働」「設備投資の負担大」がそれぞれ 2割程度となっています。このうち、「収入
の不安定」「重労働」「設備投資の負担大」などのマイナスイメージが農業への関心を遠ざけ
ていると考えられます。 

 

 

  

30.3%

12.9%

33.1%

23.8%

28.4%

18.8%

31.3%

17.9%

19.0%

47.5%

14.6%

29.1%

6.0%

7.9%

4.8%

11.7%

14.6%

11.9%

14.6%

14.3%

1.7%

1.0%

1.6%

3.2%

市全体

佐賀北部

佐賀中部

佐賀南部

今後、農業に従事したいと思いますか。

また、今後も続けていきたいですか

① 現在、農業に従事していないし、関心もない ② 現在、農業に従事していないが、関心はある

③ 現在、農業に従事しており、今後も続ける ④ 現在、農業に従事しているが、今後はやめる

⑤ わからない ⑥ 無回答

（資料：市民アンケート） 

（資料：市民アンケート（佐賀市の農業について）） 

19%

22%

20%

8%

9%

9%

19%

14%

17%

19%

17%

18%

17%

15%

16%

5%

7%

6%

5%

7%

6%

8%

9%

8%

女性

男性

全体

農業の仕事のイメージについて

①食料確保に必要 ②工夫次第では稼げそう ③重労働できつそう ④収入が不安定

⑤設備投資の負担大 ⑥自然環境保全に必要 ⑦自然の中で魅力的 ⑧その他
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また、農業従事者を増やすために必要なこととして、「就業初期の収入安定化支援（33％）」
が最も多く、次いで「設備・機械導入支援（24％）」となっており、そのほか「研修制度の充
実（14％）」など、支援体制の充実が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業従事者への後継者（担い手）の有無についての問いでは、担い手が「いる」「いない」
が半々の回答でした。地域別では、北部で若干「いない」との回答が上回っています。 

担い手不足の対応としては、「農作業の受委託（22％）」に次いで「規模拡大農家への農地
集積（18％）」「機械の共同使用（17％）」等となっています。 

また、今後の農業経営について「新たに農業を始める人を地域ぐるみで支援する（27％）」
が最も高く、外部からの新規参入への期待を感じとれます。次いで「経営の複合化（22％）」
「ブランド化（16％）」が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3%

2%

49%

46%

48%

47%

54%

49%

1%

1%

南部

北部

佐賀市全体

農業後継者（担い手）の有無について

①担い手は十分確保されている ②担い手はいるが十分ではない ③担い手がいない ④無回答

32%

34%

33%

23%

24%

24%

16%

18%

17%

14%

14%

14%

15%

10%

12%

女性

男性

全体

農業従事者を増やすために必要なこと

①就業初期の収入安定化支援 ②就業に必要な施設・機器導入支援 ③仕事としての魅力発信 ④研修制度の充実 ⑤その他

（資料：農区員アンケート） 

（資料：市民アンケート（佐賀市の農業について）） 



佐賀市農村振興基本計画 

24 
 

 

 

 

 

 

 

【参考】市民アンケート（佐賀市の農業について）、農区員アンケート 
第４次佐賀市農業振興基本計画策定時に実施されたアンケート調査結果です。 

実施時期：令和5年4月〜5月 
 

北部：富士町、三瀬村、大和町松梅、旧佐賀市（金立町の一部） 
南部：旧佐賀市（金立町の一部を除く）、諸富町、大和町（松梅を除く）、川副町 

     東与賀町、久保田町 

10%

7%

10%

22%

22%

22%

10%

7%

9%

16%

18%

16%

27%

31%

27%

6%

10%

8%

9%

5%

8%

南部

北部

佐賀市全体

地域（農村集落）を中心に取り組むべきこと

①地域ごとに振興作物を明確化していった方がよい ②経営の複合化に取り組み、経営の安定化を図る

③農作物の加工によって付加価値を高め、流通・販売により収入を高める ④地域農産物をブランド化することで、有利販売により所得向上に結び付ける

⑤新たに農業を始める人を地域ぐるみで支援していく ⑥その他

⑦無回答

14%

16%

14%

19%

7%

18%

21%

29%

22%

17%

16%

17%

3%

3%

3%

8%

5%

7%

4%

3%

4%

3%

6%

3%

1%

3%

2%

4%

3%

4%

3%

7%

3%

3%

2%

3%

南部

北部

佐賀市全体

今後の集落・地域の農業経営について

①集落営農・農事組合法人を組織する ②規模拡大農家への農地集積について、地域（集落）での話し合い

③農作業の受委託 ④農業用機械の共同所有・利用

⑤新規作物や高価格作物の共同栽培 ⑥遊休農地の解消

⑦地元農産物を活用した加工・販売 ⑧観光農園・体験農園等への農地活用

⑨地域資源を活用したグリーンツーリズムの展開 ⑩環境保全型農業（有機農業、特別栽培等）の取組

⑪その他 ⑫無回答

（資料：農区員アンケート） 

（資料：農区員アンケート） 
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４）農業生産基盤の整備状況 

本市では、国営筑後川下流土地改良事業及び県営かんがい排水事業、県営干拓地等農地整備
事業等により、ほとんどの平坦部で農地整備が完了しています。 

また、国営総合農地防災事業や県営クリーク防災機能保全対策事業等でクリークの整備が進
められています。 

農業を支える農業生産基盤の整備状況は、地区別に次のように整理されます。 
 

 

  北部地域（富士地区） 

中央部には一級河川嘉瀬川が流れ、高低差500ｍの間に狭小で不整形な農地が点
在し、大部分が傾斜20％以上の中山間地域です。このように、山間部特有の地形や
複雑な水利形態などの立地的制約により、基盤整備が進展していません。 

 

  北部地域（三瀬地区） 

当地区の中央を国道263号が縦断し、盆地状の山村に小規模な農地が分布してい
ます。山間部の谷々を縫うように農地が点在し、階段状の地形、複雑な水利形態な
どの立地的制約により、基盤整備が進展していません。 

 

  中部地域（大和地区） 

県道48号以南の平坦部は、ほ場整備が完了し、農道、農業用用排水路の整備が整
っています。 

山間部は、特有の地形により基盤整備が遅れており、北西部においては安定した
農業用水の水源がない状況です。 

 

  中部・南部地域（佐賀地区、諸富地区、川副地区、東与賀地区、久保田地区） 

佐賀地区の市街化区域周辺の地域を除き、ほ場整備が完了し、農道、農業用用排
水路の整備が整っています。 
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５）農村地域の生活環境の整備状況 

（１）安全性 

平野部は高低差の小さい低平地で、一級河川嘉瀬川をはじめ水路やクリークが網の目のよ
うに張り巡らされ、古くから水害に悩まされてきました。このような中、近年の頻発化・激
甚化する豪雨災害への対策として、「浸水に強いまちづくり・人づくり」を目指し、浸水被
害の軽減に取り組んでいます。 

また、山間部では、急傾斜地崩壊防止事業や土砂災害ハザードマップの提供などで、がけ
崩れや土砂災害への対策を行っています。 

 

（２）保健性 

本市は、河川やクリーク等の水環境に恵まれています。昭和後期以降、下水道の普及や40
年以上続く市民総出の河川清掃「川を愛する週間」により、水路の水質は大幅に改善されて
います。一方、集落の高齢化等により、水路等農業施設の十分な維持管理が行えなくなるこ
とが危惧されています。また、下流域（有明海）へのごみの流出も懸念されています。 

本市の下水道普及率（公共下水道、農業集落排水処理施設及び浄化槽の普及状況の合計）
は94.2％（令和5年3月）と、前回計画（H21.3）時の79.1％から大きく改善しました。 

 

（３）利便性 

市内及び近隣都市間の交通手段は、自家用車が中心となっています。今後、さらに高齢化
が進む中、自らの移動手段を持たない人のための交通対策が望まれています。 

道路ネットワークでは、国県道を中心とする幹線道路等の整備は概ね進み、高規格道路
（有明海沿岸道路、佐賀唐津道路）の整備も進められています。一方、農村集落内には離合
ができない狭隘な生活道路があり、特に通学時の安全面が危惧されています。 

 

（４）快適性 

本市の景観は、歴史ある城下町、水網都市を形成している水路やクリーク、平野部の田園
風景、里山の棚田、山間部の豊かな森林、有明海など様々な要素があり、個性豊かな地域の
生活に潤いを与えています。 

 

（５）文化性 

本市には、東名遺跡をはじめ、弥生・古墳時代の遺跡、肥前国庁跡、佐賀城跡、長崎街道
沿いの文化財、葉隠発祥の地等、歴史遺産や浮立などの伝統文化が多数存在します。しかし、
浮立など伝統文化は、少子高齢化等による承継者不足により継続が危惧されている地域もあ
ります。 
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６）鳥獣被害の状況 

遊休農地の増加や有害鳥獣及び外来種の侵入による被害が、農業に大きなダメージを与えて
います。 

本市における有害鳥獣被害額は、イノシシ、アライグマ等の獣類でピーク時の2019年は
17,374千円に、カラス、カモ等の鳥類で2020年に15,198千円に達しました。その後、各種対策
により駆逐頭数・駆除羽数は増加し、被害額は減少する傾向を見せています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         図 2-24 佐賀市における有害鳥獣駆除頭羽数及び被害額の推移（過去５年間） 

                             （資料：第４次佐賀市農業振興基本計画） 

 

このような現状において、各地区で次のような取り組みが実施されています。 
 

駆除対策   ：猟友会による駆除活動の実施 
侵入防止対策 ：侵入防止柵の設置の支援（既存柵の地際補強、電気柵の設置） 
棲み分け対策 ：空き地の草むらの刈込など、イノシシを近づけない活動の支援 

集落点検自衛組織活動組織の設立・運営支援 
カモ被害の低減へ向けて、水路にテグス等の飛来を抑制する施設の設置 

 

 

また、水路や水田等ではホテイアオイ、ブラジ
ルチドメグサやナガエツルノゲイトウなどの外来
水草の繁茂による流水阻害や農業被害が問題とな
っています。 

 

 

 

 

クリークに繁茂するナガエツルノゲイトウ 
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７）災害の状況と取り組み 

近年、地球温暖化等による気候変動の影響で、洪水や土砂災害等が頻発化・激甚化していま
す。本市においても、これまで風水害の被害を数多く受けてきましたが、その内のほとんどは
前線、低気圧、台風等を原因とした大雨によるものです。本市の降水量は、6月から7月の梅雨
期に最も多く、また、8月から9月は台風や秋雨前線等の影響によるものです。 

このような状況の中、本市では浸水被害の軽減に向けて、「流域治水」の考えにより流域に
関わるあらゆる関係者が協働して水災害対策を講じています。特に、農村地域においては、広
大な面積を持つ農地や水路、ため池等の役割に着目し、「田んぼダム」や「事前放流」などに
取り組んでいます。 

 
農業用施設を活用した地域治水対策の取り組み 

 

 

 
「田んぼダム」とは、田んぼの排水口に切り欠きを設けた調整板（せき板）を設置し、大雨

時に田んぼに降った雨水の流出を抑制し、ゆっくり流すことで水路の急激な水位上昇を防ぎ、
周辺の農作物や農地、市街地の浸水被害を軽減する取り組みのことで、地域の防災・減災への
効果が期待されています。 
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８）市民と農村との関わり 

市民アンケートによると、市民と農村との関わりについて、「農業用施設の清掃等に参加」
が34.2％、「農村でのイベント等に参加」が22.5％、「農作業体験等に参加」が8.6％となって
います。 

地域別の特徴として、北部では「イベント等に参加（30.9％）」、南部では「農業用施設の
清掃等に参加（42.3％）」が他の地域よりも高くなっています。また、中部では「特に参加経
験がない」が23.2％と高く、市街地付近の住民と農村との関わりが低いことがうかがえます。 

 

 

また、直売所の利用状況については、多くの人が直売所での購入経験があり、今後も購入し
たいとの回答でした。 

 

 

 

 
 

 

80.8%

1.4%

3.4%

4.7%

8.9%

0.8%

市全体

今後、農作物を直売所で購入したり、販売したりすることを考えていますか

① 購入したいと思う ② 購入したいと思わない ③ 販売したいと思う

④ 販売したいとは思わない ⑤ よくわからない ⑥ 無回答

34.2%

33.2%

32.5%

42.3%

6.0%

5.5%

6.5%

3.9%

22.5%

30.9%

21.4%

23.5%

8.6%

10.5%

8.8%

6.7%

6.3%

9.9%

5.4%

9.0%

20.4%

8.3%

23.2%

12.9%

0.7%

1.0%

1.3%

1.7%

1.2%

1.7%

市全体

佐賀北部

佐賀中部

佐賀南部

農村、農業従事者との交流の場の参加について

① 農業用施設（水路・クリーク・農道等）の清掃 ② 災害時のボランティア活動（後片付けなど）に参加

③ 農村でのイベント（祭り、釣り大会など）に参加 ④ 農作業体験、農産物加工体験

⑤ 農作業のパート、アルバイト ⑥ 特に、参加していない

⑦ その他 ⑧ 無回答
（資料：市民アンケート） 

83.1% 8.4% 4.5%

1.6%

1.8%

0.6%

市全体

農作物を直売所で購入したことや、販売したことがありますか

① 購入したことがある ② 直売場に入ったことがある

③ 直売場は知っているが行ったことはない ④ 直売場の存在を知らない

⑤ 直売場で販売したことがある ⑥ 無回答

（資料：市民アンケート） 

（資料：市民アンケート） 
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市民農園の利用状況については、「利用したことがある」という回答は2.7％であるのに対し、
「今後は利用したい」との回答が14.5％と高くなっており、今後は市民農園への関心が高まる
ことが想定されます。 

 

 

 

 

  

2.7%

57.9%

0.4%

37.4%

0.7%
0.9%

市全体

市民農園を利用したことがありますか

① 以前、利用したことがある ② 知ってはいるが、利用したことはない ③ 利用したいが、空きがない

④ 市民農園の存在を知らない ⑤ 現在、市民農園を利用している ⑥ 無回答

（資料：市民アンケート） 

14.5% 39.7% 3.1% 12.6% 29.4%

0.7%

市全体

今後、市民農園を利用したいと思いますか、また、経営したいと思いますか

① 利用したいと思う ② 利用したいとは思わない ③ 経営したいと思う

④ 経営したいと思わない ⑤ わからない ⑥ 無回答

（資料：市民アンケート） 
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９）農業の将来イメージと期待、農村振興上の課題 

本市の農業の将来に対する問いに対し、前回計画（H21.3）時では、「農業が衰退する」と
の答えが46.5％に対し、今回は52.6％とさらに高くなっています。地域別にみると、北部地域
で57.4％ともっとも危機感が高くなっていることがわかります。 

 

 

本市の農業に期待することへの問いに対して、南部では「農業発展への期待（42.9%）」が、
中部では「新鮮な農作物の提供（25.4%）」、「食育（13.7%）」、北部では「新鮮な農作物
の提供（20.1%）」、「自然環境の保全（19.4%）」へ関心が寄せられています。 

 

 

  

12.0%

9.9%

12.7%

9.9%

22.5%

22.8%

22.2%

23.3%

52.6%

57.4%

52.2%

52.5%

10.7%

8.9%

11.0%

10.3%

2.2%

1.0%

1.9%

4.0%

市全体

佐賀北部

佐賀中部

佐賀南部

佐賀市の農業の将来について、どのように思いますか

① 食料の安定供給を目指すため、これからも発展すると思う ② 特に変わらないと思う

③ 食料輸入量の増加や後継者不足のため、これからは衰退すると思う ④ わからない

⑤ 無回答 （資料：市民アンケート） 

35.5%

36.6%

33.9%

42.9%

24.1%

20.1%

25.4%

18.8%

12.9%

7.5%

13.7%

11.1%

7.7%

8.2%

8.0%

5.6%

11.2%

19.4%

11.0%

9.1%

2.0%

2.2%

1.8%

3.1%

6.6%

6.0%

6.2%

9.4%

市全体

佐賀北部

佐賀中部

佐賀南部

佐賀市の農業に期待することはなんですか

1 佐賀市の重要な産業として発展してほしい 2 佐賀に新鮮な農作物を供給してほしい

3 食農教育など、子供たちの学習に役立ってほしい 4 観光農園など観光・レクリエーションの場を増やしてほしい

5 景観や生物など自然環境を保全してほしい 6 現状のままでいい

7 わからない・その他・無回答 （資料：市民アンケート） 
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また、農村振興上の最重要課題については、「後継者育成（44.3％）」が最も高く、次いで
「耕作放棄地対策（20.5％）」となっています。地域別の特徴として、中部で「後継者育成
（45.8％）」、北部で「耕作放棄地（30.6％）」、「公共交通（12.1%）」、南部で「空き家
対策（17.3%）」の割合が高いことがわかります。また、「地産地消」や「環境に配慮した水
路の整備」との回答がそれぞれ5％程度ありました。 

 

 

 

【参考】市民アンケートの実施について 
市民を対象としたアンケート調査は、各校区自治会の協力のもと実施しました。 

実施時期：令和5年9月〜10月  配布数：1,983通  回収数：1,518通  回収率：76.6% 
 

  

44.3%

33.9%

45.8%

40.8%

20.5%

30.6%

20.1%

17.7%

12.6%

11.3%

11.8%

17.3%

7.2%

12.1%

7.1%

5.8%

5.5%

3.2%

5.6%

6.1%

2.8%

0.8%

3.2%

2.2%

4.4%

5.7%

3.9%

6.1%

2.7%

2.4%

2.5%

4.0%

市全体

佐賀北部

佐賀中部

佐賀南部

今後、農村、農村エリア（集落の周囲が水田等耕作地の場所）には、

どのようなことが必要だとお考えですか

① 後継者の育成 ② 耕作放棄地の対策

③ 空き家対策（危険空家の除去、空き家への移住入居者推進 等） ④ 公共交通（コミュニティバスなど）の利便性の向上

⑤ 地産地消の推進 ⑥ 生産者と消費者の交流の機会を増やす

⑦ 景観や生物の生息環境へ配慮した水路等の整備 ⑧ 無回答

（資料：市民アンケート） 

旧佐賀市

821

(54%)

諸富町

83

(5%)

大和町

200

(13%)

富士町

70

(5%)

三瀬村

31

(2%)

川副町

163

(11%)

東与賀町

60

(4%)
久保田町

85

(6%)

無回答

5(0%)

市町村別内訳 地域別内訳 

北部地域

6.8%

中部地域

78.4%

南部地域

14.8%

回収数 

1,518 通 
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2.2 地域診断  

２.2.1 佐賀市の農業・農村の特徴と課題 

現況調査、市民アンケート調査、関係部局ヒアリング、及び上位計画、関連計画から見えて
きた農村の現状のなかで、農村づくりにおいて活かすべき特徴として、次のようなことがあげ
られます。 

 

佐賀市の農業・農村の特徴                                                  

 

  生産と消費が近接している 

本市の多くの農地は、人口が密集する市街地を取り囲むように位置しており、生
産の場と消費の場が近接している特徴があります。また、市街地を取り囲む農地は、
良好な景観形成、環境保全に役立っていると多くの市民が感じています。 
 

  山から海まで多様な生産環境を有している 

山林を中心とする棚田が発達している北部地域、みかん畑等近郊農業に適した丘
陵地の中部地域、平坦で広大な低平地の中・南部地域など、地域の特徴が明確であ
り、多様な農業生産環境を有しています。 
 

  生産性の高い農業の展開が進められている 

南部の低平地を中心とする農地の大部分は、ほ場整備・かんがい排水事業等が完
了しており、大規模化・集約化を図り生産性の高い農業の展開が可能な地域です。
今後、農業経営体の法人化やスマート農業技術の普及等により魅力ある農業・農村
づくりが可能です。 
 

  有機農業・地産地消に対する関心が高い 

市民アンケートでは、食料自給率を高める必要があること、地産地消・国産品等
の農産物の安全・安心にも高い関心があることがうかがえます。 

また、農産物直売所を利用する市民が多く、地元でとれる農作物への関心が高く、
市街地に隣接して優良な農地があることが地域の魅力となっています。 
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本市の農村の現状の特徴と農村を取り巻く社会的な動向を踏まえ、次のように課題を整理し
ました。 

 

 

佐賀市の農業・農村の課題                                                  

少子高齢化による 

  担い手不足 

少子高齢化に伴い農業従事者の人口が減少するとともに、将来の農業の担い手が 
不足しています。 

利便性、生活環境等への不安から、移住者・定住者は限定的となっています。 
  耕作放棄地の増加 

農業の担い手不足により、耕作放棄地が増大する傾向にあります。 
  農業施設の維持管理機能の低下 

施設の老朽化や農業従事者の高齢化により、農業水利施設の維持管理の機能が低   
下しています。 

 

自然環境の変化による 

  洪水等の頻発化・激甚化 

洪水等の災害が頻発化・激甚化していることを背景に、田んぼを活用した地域防  
災対策への役割が注目されています。 

  有害鳥獣被害 

耕作放棄地の増大に加え、地球温暖化等による自然環境の変化による有害鳥獣被 
害が懸念されています。 

  外来種被害 

ナガエツルノゲイトウ等の外来種が、クリーク、池、河川に繁茂し、農業施設の 
維持管理や治水、利水に支障をきたすおそれがあります。また、水田への侵入によ  
る農業被害や自然生態系の破壊などの環境被害を引き起こす懸念があります。 

 

市民の意識変化 

  食の安全・安心への関心の高まり 

食への安全・安心の意識が高まる中、生産の場と消費の場が隣接している市街地 
付近では、取り巻く農村・農地に高い期待があります。 

  生活スタイルの多様化 

若者をはじめ、田園回帰などの多様な生活スタイルを求める市民が増えつつある 
中、受け入れ側からの有益な情報発信が必要となっています。 

若者にとって、農村における利便性など生活環境の魅力づくりが必要となってい 
ます。 

  SDGｓ・環境への配慮 

SDGs、持続可能な開発、資源循環等への関心が高まるなか、さまざまな事業を 
行う際にも環境への十分な配慮が必要となっています。 
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２.2.2 農村振興上の重点課題 

新たな農政の動きや、本市の農業・農村の特徴と課題を踏まえ、重点課題を次のように設定
します。 

 

重点課題（抽出された課題） 

 

１．新たな農業経営への対応 

  スマート農業を導入した新たな農業経営の推進 
  効率化・集約化を進めるための農業基盤の整備 

 

２．自然環境の変化に強い農村づくり 

  田んぼを活用した治水事業の推進 
  有害鳥獣・外来種対策の推進 

 

３．魅力ある農村環境の整備 

  若者等将来の担い手が移住したくなる生活環境づくり 
  魅力ある地域資源を活かした地域づくり 

 

４．都市と農村の交流・情報発信 

  新たな農業の魅力発信 
  市民農園・農産物直売所等の活用 

 

５．担い手の確保 

  新たな農業の魅力発信・農業のイメージアップ 
  新たな農業経営・技術の推進と技術研修の場づくり 

  



佐賀市農村振興基本計画 

36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 重点課題（抽出された課題）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 2-25 重点課題抽出フロー 

 農業・農村の特徴  

 

□ 生産と消費が近接している 

□ 山から海まで多様な生産環境を有し

ている 

□ 生産性の高い農業の展開が進めら

れている 

□ 有機農業・地産地消に対する関心が

高い 

 

 農業・農村の課題  

 

少子高齢化 

□ 担い手不足 

□ 耕作放棄地の増加 

□ 農業施設の維持管理機能の低下 

 

 

自然環境の変化による 

□ 洪水等の頻発化・激甚化 

□ 有害鳥獣被害 

□ 外来種被害 

 

 

市民の意識変化 

□ 食の安全・安心への関心の高まり 

□ 生活スタイルの多様化 

□ ＳＤＧｓ・環境への配慮 

 

自然環境の変化に強い農村づくり 

■ 田んぼを活用した治水事業の推進 

■ 有害鳥獣・外来種対策の推進 

担い手の確保 

■ 新たな農業の魅力発信・農業のイメージアップ 

■ 新たな農業経営・技術の推進と技術研修の場づ

くり 

都市と農村の交流・情報発信 

■ 新たな農業の魅力発信 

■ 市民農園・農産物直売所等の活用 

魅力ある農村環境の整備 

■ 若者等将来の担い手が移住したくなる生活環境 

づくり 

■ 魅力ある地域資源を活かした地域づくり 

新たな農業経営への対応 

■ スマート農業を導入した新たな農業経営の推進 

■ 効率化・集約化を進めるための農業基盤の整備 
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２.2.３ 積極的に活用すべき地域資源 

本市の農村振興を図る際には、次の地域資源を積極的に活用するものとします。 
 

１）北部地域 

森林資源に囲まれた北部地域には、豊かな自然環境、温泉地及びダム湖等があり、それに関
わる数々の行事やイベントがあります。また、隣接する九州最大の都市福岡市からのアクセス
が良好であり、長崎自動車道等の高速道を利用することで、遠方からのアクセスも比較的良好
な地域です。 

北部地域の農村振興を図る上では、これらの地域資源との関わりをさらに強固なものとし、
移住・定住を希望する若い人たちが増えるような振興策を図る必要があります。 

なお、北部地域において地域特性を活かした魅力ある農村づくりを進めるにあたっては、道
路などの生活環境改善、耕作放棄地や有害鳥獣被害の解消、棚田等の集約化が困難な農地にお
ける農業環境改善の対応など、多くの課題を踏まえる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、北部地域には次のような地域資源があり、これらを積極的に活用していきます。 
 

  棚田等の景観的にも魅力のある農地 
  音無湿地等の特有の自然環境 
  浮立などの伝統芸能 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士しゃくなげ湖 

 

 

                       

 
北部の地域資源 

豊かな森林・自然環境 

温泉・ダム湖 

福岡都市圏との関わり 

（画像提供：佐賀県観光連盟） 
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２）中部・南部地域 

中部・南部地域において活用すべき地域資源として、市街地を取り囲む平坦で広大な農地が
あげられます。農業の効率化において大規模化・集約化が全国的に進められている現在、本市
の農業環境はまさにこの未来型農業の条件に当てはまります。 

農村振興を図る上で、網の目のように張り巡らされたクリークのある特有の農村景観と農村
環境を活かした魅力的な地域づくりが考えられます。 

さらに、市街地と隣接している農村、佐賀インターナショナルバルーンフェスタなどの国際
的イベントへの多くの観光客の来訪は、本市の農村の魅力を他都市に住んでいる方々へ発信す
る機会に恵まれていると言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、中部・南部地域には、次のような地域資源があり、これらについても積極的に活用し
ていきます。 

 

  中部と北部の隣接する中山間地域における多様な施設園芸・果樹・畑地 
  南部地域の干拓地、有明海などの特有な景観及び特産品 
  鉄道、高速道路、空港などの地域外と結ぶ充実した交通網 
  石井樋などの歴史的な農業施設 
  まちづくり協議会などの活発な地域コミュニティ活動 
  点在する農産物等の直売所 
  トンボ、湿原等の自然環境 
  浮立などの伝統芸能 

  

特有な有明海の景観 

    （画像提供：佐賀市観光連盟） 

 

 
中部・南部の地域資源 

平坦で広大な農地 

市街地に隣接する農地 国際的なイベント 

多数のクリーク 
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３．地域の将来像 

３.1 地域の将来の望ましい姿 

本市は、北は脊振山地から南は有明海にまで至る市域で、一級河川嘉瀬川の源流から河口ま
でが含まれます。北部地域の農業は、渓流や河川から農業用水を取水し、河川に還元していま
す。山間部特有の気象条件や美しい水などの自然資源に恵まれており、傾斜地にある農地は洪
水や土砂の流出を抑制するなど、下流域の災害を防止する役割も発揮しているほか、農地にか
ん水された用水は地下水を涵養しています。 

また、中部・南部の平坦地では、国営や県営事業等によって高水準に整備されたほ場が広が
り、農地の間に縦横に張り巡らされたクリークは、農業用用排水路としての役割のほか、多様
な水生生物の生息空間を形成しています。この広大に広がる佐賀平野のほぼ中央に、県庁所在
地として県内最大の佐賀市街地を有しています。 

地域の将来像の実現に当たっては、山から海までを包含する本市の特性を踏まえ、多様な環
境を生かした農業生産や市民の参加拡大を目指すとともに、これらを支える生産・生活基盤の
整備を推進するものとします。 

本計画は、農業・農村において、地域の実情に即した個性ある「地域づくり」を視点に、将
来の望ましい姿の実現を目指すものです。 

そこで、本市の農業・農村の特徴を踏まえ、地域の将来像を『未来につなぐ佐賀の農業を

支える 力強く魅力ある農村づくり』と設定します。 

また、本計画との強い結びつきを踏まえ、「第４次佐賀市農業振興基本計画」の将来像「農

の絆で 次代につなぐ魅力あるまち さが」をサブテーマに設定します。 
 

 

 

 

 

 

ここには、「未来につなぐ佐賀の農業を支える農村づくり」のために、「担い手の確保・育成」を図
り、「若者も住みたくなる魅力ある農村づくり」を目標とすることに加え、頻発化・激甚化する災害
を踏まえ、防災・減災の役割を担う「力強い農地・農村づくり」を目指すものとしました。 

「農村振興」においては、魅力ある農村環境づくりを行い、担い手を確保・増やすことが、
将来の本市の農業において最も重要であると考えます。 

農村地域に定住者を増やし、農業従事者の確保と増加を図るためには、農業に従事すること
による安定的な収入の確保、快適な生活環境（子育て、日常生活）、医療、福祉、さらには情
報環境（デジタル化等）の整備・充実が求められます。 

 

～農の絆で 次代につなぐ魅力あるまち さが～  

『未来につなぐ佐賀の農業を支える 力強く魅力ある農村づくり』 
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３.２ 農村振興のテーマ 

基本計画の将来像 

『未来につなぐ佐賀の農業を支える 力強く魅力ある農村づくり』 

 

将来像を実現するためのテーマを以下のように設定しました。 
 

  テーマ１：力強い農業基盤の整備 

  テーマ２：若者も住みたくなる 魅力ある農村環境づくり 

  テーマ３：都市と農村の交流促進 

  テーマ４：担い手の確保・育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     図 3-1  重点課題とテーマの関連  

農業・農村の重点課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな農業経営への対応 

■ スマート農業を導入した新たな農業経営の推進 

■ 効率化・集約化を進めるための農業基盤の整備 

自然環境の変化に強い農村づくり 

■ 田んぼを活用した治水事業の推進 

■ 有害鳥獣・外来種対策の推進 

魅力ある農村環境の整備 

■ 若者等将来の担い手が移住したくなる生活環境づくり 

■ 魅力ある地域資源を活かした地域づくり 

都市と農村の交流・情報発信 

■ 新たな農業の魅力発信 

■ 市民農園・農産物直売所等の活用 

担い手の確保 

■ 新たな農業の魅力発信・農業のイメージアップ 

■ 新たな農業経営・技術の推進と技術研修の場づくり 

２．若者も住みたくなる 

魅力ある農村環境づくり

１．力強い農業基盤の整備 

３．都市と農村の交流促進 

４．担い手の確保・育成 
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３.３ 農村振興の目標 

テーマ毎に期待される当面の目標を以下に示します。 
 

                       表3-1  農村振興の目標 

 指標 
現状値 

(2022年度) 
目標値 

テーマ１ 

鳥獣による農作物被害金額 11,035千円 9,932千円 

鳥獣害対策の自営活動組織等の数 ４組織 ９組織 

耕作放棄地面積 99ha 93ha 

テーマ２ 
中山間地域等直接支払制度協定 
（面積） 

1,152ha 1,152ha 

テーマ３ 

グリーンツーリズム（体験交流活動等） 
（実践者団体数） 

16団体 25団体 

ファーム・マイレージ運動協力店 
（実稼働店舗数） 

43店舗 49店舗 

地産地消推進店 
（実稼働店舗数） 

21店舗 27店舗 

テーマ４ 
認定農業者数（うち法人数） 

887経営体 
(58) 

900経営体 
(68) 

新規就農者数（延べ数） 110人※ 150人 

※「新規就農者数」の現状値は、2018年から2022年までの延べ人数を掲載 

 

【参考】 

 

 
             

 

図3-2 佐賀市ファーム・マイレージ 
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４．地域振興施策の基本方針 

４.1 将来像実現のために必要な施策 

将来像実現のために実施すべき施策を、次のように設定しました。 
 
 

   将来像       テーマ              施策 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

農
の
絆
で
次
世
代
に
つ
な
ぐ
魅
力
あ
る
ま
ち 

さ
が 

未
来
に
つ
な
ぐ
佐
賀
の
農
業
を
支
え
る 
力
強
く
魅
力
あ
る
農
村
づ
く
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１．力強い農業基盤の 

整備 

２．若者も住みたくなる 

魅力ある農村環境づくり 

３．都市と農村の 

交流促進 

４．担い手の確保・育成 

1-1 効率的な農業生産基盤と農村生活環境の整備 
  農業生産基盤の整備と保全 
  農地の集約化・大規模化の推進 
  集落内道路の改善、維持・保全 
  集落内水路の整備、維持・保全 

1-2 災害に強い農地・農村づくり 

  田んぼを活用した治水事業の推進 

  水路、ため池などを活用した防災・減災の推進 

1-4 耕作放棄地対策の推進 

2-1 地域の魅力を活かした持続可能な農村づくり 

  快適な農村環境の整備 

  環境保全型農業の推進 

  有機農業の推進 

2-２ 活発な農村集落コミュニティ形成への支援 

  地域主体の農村づくり 

2-３ 多様な農業生産活動を通じた多面的機能の発揮 
  農業振興による多面的機能の維持 

3-1 新しい農業・農村の姿の発信 

  体験・交流による農業の活性化 

3-2 地産地消の推進 

  市産農産物の流通・消費の拡大 

  生産者と消費者の「食」と「農」の相互理解の推進 

  安全・安心な農産物づくりの確保 

4-1 若者の農村への移住・定住促進策の推進 

  意欲ある新規就農者の確保・育成 

  多様な担い手の確保・育成 

4-2 スマート農業等、希望が見える農業基盤づくり推進 

  普及啓発と導入支援 

  モデル事例の育成・創出 

4-3 農業従事者への働きかけ 

  認定農業者の育成 

～ 

～

1-３ 有害鳥獣等の対策強化 

  被害防止に向けた体制の整備 

  被害防止対策の強化 
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4.1.1 力強い農業基盤の整備 

１）効率的な農業生産基盤と農村生活環境の整備 

施策 施策メニュー 北部地域 
中部地域 
南部地域 

農業生産基盤 
の整備と保全 

・ 農地利用集積や農地の高度利用による生産性の向上
を図るため、農地の基盤整備や農道整備の推進 

― ◎ 

・ 農業用水の安定的な確保と合理的利用を目的にした
老朽化した施設の改良・整備、および排水対策の推
進 

〇 〇 

・ 山間部など立地的制約のある農地については、生産
基盤の維持・整備、および多面的機能の維持 

◎ ― 

・ 高付加価値作物の導入や、安定した農業生産を可能
にするためのクリークの護岸整備の推進、および農
地等の保全 

̶ ◎ 

農地の集約化・ 
大規模化の推進 

・ 営農の効率化を高めるための農地の集約化・大規模
化の推進 

̶ ◎ 

集落内道路の改善、
維持・保全 

・ 農村の住民の利便性を確保し、快適で安全な日常生
活を過ごせる生活環境を形成するための、集落内の
道路の改善、維持・保全 

・ 営農の効率化と農産物集出荷の合理化を図るため、
農道の整備及び維持管理の推進 

〇 〇 

集落内水路の整備、
維持・保全 

・ 集落内に流出する雨水を集水し、排水路や河川へ導
くための集落内排水路の維持・保全 

・ 防火用水機能、景観保全機能、生態系保全機能等に
配慮した水路整備 

〇 〇 

◎：特に重要なテーマ   〇：重要なテーマ    —：関連が薄いテーマ 

 

 

2）災害に強い農地・農村づくり 

施策 施策メニュー 北部地域 
中部地域 
南部地域 

田んぼを活用した 
治水事業の推進 

・ 激化する自然災害に備えた災害に強い安全・安心な
農村づくりに向けての、田んぼを活用した防災・減
災対策の取り組みの推進 

― ◎ 

・ 休耕田、耕作放棄地等の適正管理を進め、保水機能
の維持 

◎ ◎ 

水路・ため池などを
活用した防災・減災
の推進 

・ 災害に強い安全・安心な農村づくりに向けて、水
路・ため池などの農業用施設の適正管理、維持・保
全 

◎ ◎ 

◎：特に重要なテーマ   〇：重要なテーマ    —：関連が薄いテーマ 
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3）有害鳥獣等の対策強化 

施策 施策メニュー 北部地域 
中部地域 
南部地域 

被害防止に向けた 
体制の整備 

・ 佐賀市鳥獣害対策協議会及び佐賀北部地域有害鳥獣
広域駆除対策協議会による計画的な被害防止対策の
推進 

◎ ◎ 

被害防止対策の強化 ・ 農家研修会等を通じた農作物の適正管理の徹底によ
る棲み分け対策の実施 

・ 侵入防止柵の設置及び管理による効果的・効率的な
防除対策の実施 

・ 猟友会等と連携した罠や銃などによる捕獲対策の強
化 

・ 侵入防止柵の掘り起こしを防止するための補強対策
の実施 

・ ＩＣＴを活用した捕獲従事者の負担軽減対策の実施 
・ 地域の自営活動組織の設立、運営の支援 
・ 専門機関との共同による効率的な防除対策の研究 

◎ ◎ 

◎：特に重要なテーマ   〇：重要なテーマ    —：関連が薄いテーマ 

 
 

4）耕作放棄地対策の推進 

施策 施策メニュー 北部地域 
中部地域 
南部地域 

耕作放棄地対策 
の推進 

・ 農地パトロールで発見した遊休農地に対する所有者
への意向調査、農地中間管理機構や自治会等との連
携による遊休農地の解消 

・ 保全すべき農地の明確化を図るため、再生利用困難
な農地に対する非農地通知の発出 

◎ 〇 

◎：特に重要なテーマ   〇：重要なテーマ    —：関連が薄いテーマ 
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4.1.2 若者も住みたくなる魅力ある農村環境づくり 

１）地域の魅力を活かした持続可能な農村づくり 

施策項目 施策メニュー 北部地域 
中部地域 
南部地域 

快適な農村環境の 
整備 

・ 農村集落の生態系に著しく悪影響を及ぼす恐れのあ
る侵略的な外来生物の侵入防止・駆除と、在来生物
の生態系の維持 

〇 ◎ 

環境保全型農業の 
推進 

・ 地球温暖化防止や生物多様性の保全に効果が高い環
境保全型農業の取組に対する支援 

・ 環境保全型農業の取組に必要な、環境に配慮した機
械や燃料効率の高い施設等の導入の推進 

・ 環境負荷の少ない農業資材の利用や廃棄資材の適正
処理を促進するための普及啓発 

・ オーガニックビレッジの取組の検討 

◎ ◎ 

有機農業の推進 
 

・ 学校給食等への有機農産物の利用拡大に対する支援 
・ 有機農産物などの販路開拓に対する支援 
・ 年間を通した有機農業に関する農業研修や体験学校

等の開催 

◎ ◎ 

◎：特に重要なテーマ   〇：重要なテーマ    —：関連が薄いテーマ 

 

 

2）活発な農村集落コミュニティ形成への支援 

施策 施策メニュー 北部地域 
中部地域 
南部地域 

地域主体の 
農村づくり 

・ 地域計画策定を契機に、農村地域コミュニティの維
持について、地域での話合いの推進 

・ 複数の集落の機能を補完して、農用地保全活動や農
業を核とした経済活動と併せて、生活支援等地域コ
ミュニティの維持に資する取組を行う農村型地域運
営組織（農村ＲＭＯ）形成の推進 

◎ ◎ 

・ 中山間地域の集落等が主体的に行う課題解決に向け
た取組への支援 ◎ − 

◎：特に重要なテーマ   〇：重要なテーマ    —：関連が薄いテーマ 

 
 

3）多様な農業生産活動を通じた多面的機能の発揮 

施策 施策メニュー 北部地域 
中部地域 
南部地域 

農業振興による 
多面的機能の維持 
 

・ 多面的機能支払制度による生産者と地域住民の協働
での農村環境（農地・水路・農道等）の保全活動の
推進 

◎ ◎ 

・ 中山間地域における耕作放棄地の防止と多面的機能
の維持のための、中山間地域等直接支払制度を活用
した農業生産活動の維持と適正な農地管理の推進 

◎ − 

◎：特に重要なテーマ   〇：重要なテーマ    —：関連が薄いテーマ 
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4.1.3 都市と農村の交流促進、および情報発信 

１）新しい農業・農村の姿の発信 

施策 施策メニュー 北部地域 
中部地域 
南部地域 

体験・交流による 
農業の活性化 

市民農園の利用促進と農業研修の実施 
・ 農業に触れる機会づくりを促進するための市民農園

のＰＲの充実 
・ 都市住民が簡単な農業知識を得られるような農業研

修の実施 

◎ ◎ 

地域の特性を活かした中山間地域の活性化 
ｱ)異業種や都市と連携した中山間地域の活性化 
・ 温泉や観光地、イベント等の観光業との連携強化 
・ 旅館やレストラン等への地元食材の提供の促進 
・ 都市住民が休日を利用して労働力を提供する援農活

動の推進 
ｲ)中山間地域の豊かな食・環境・観光の情報発信 
・ 地域の核となる直売所等を活用した、中山間地域の

豊かな食・食文化、環境、観光資源等の情報発信 

◎ ― 

グリーンツーリズムの推進 
ｱ)佐賀市版グリーンツーリズムの推進 
・自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活

動だけでなく、様々な農業体験、農家等へ民泊、直
売所や加工所での買い物、農家レストランでの食事
などを通して消費者と生産者を結びつける、佐賀市
ならではのグリーンツーリズムの推進 

ｲ)グリーンツーリズム実践者の育成 
・ 佐賀県と連携して交流活動の周年的、広域的な連携

を図るためのグリーンツーリズム実践者の研究会へ
の支援 

・ 地域資源を活かした交流活動の創出に対する助言や
都市住民の交流活動等の問い合わせに対応できるコ
ーディネーター等の育成への支援 

ｳ)ネットワークの構築と農村ビジネスとしての確立 
・ 直売所、農家レストラン、観光農園、農家民泊など

のグリーンツーリズム実践者間のネットワーク構築
と農村ビジネス構築に向けた取組の支援 

◎ ◎ 

◎：特に重要なテーマ   〇：重要なテーマ    —：関連が薄いテーマ 
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2）地産地消の推進 

施策 施策メニュー 北部地域 
中部地域 
南部地域 

市産農産物の 
流通・消費の拡大 

市産農産物の購入（地産地消）の意識づくり 
・ JA、市場、スーパー及び直売所などと連携した市民

の市産農産物の購入（地産地消）の啓発推進 
◎ ◎ 

ファーム・マイレージ運動の推進 
・ 新鮮で安全・安心な市産農産物を求める消費者が購

入できるよう、生産者、JA、流通関係者、小売店な
どの協力による市内における市産農産物の地産地消
運動の推進 

・ 農産物の地域循環による、食料輸送に伴う環境負荷
の低減 

◎ ◎ 

学校給食等への市産農産物の利用拡大 
・ 市産農産物の消費促進と子どもたちに対する地産地

消の意識啓発のため、生産者、JA、市場、流通業
者、学校などと連携した学校給食への市産農産物の
供給体制の強化 

・ 市内の病院、福祉施設など学校以外における市産農
産物の利用拡大を促す普及・啓発 

・ 地産地消推進店の登録推進による市内の飲食店、旅
館などでの市産農産物の利用拡大 

◎ ◎ 

直売活動の促進 
・ 農産物直売所のマップ作成などによる直売所のPR

強化、集客力の向上 
・ 直売所における品揃えの充実や商品の安定供給、安

全で新鮮な品質の確保、適正価格の設定、顧客の確
保など、直売所の経営安定・改善等などを図るため
直売活動の推進に向けた指導や研修等の支援 

・ 直売所による市内の飲食店、旅館等への販路拡大、
スーパー等への直売コーナー（インショップ）の開
設や観光施設等での直売活動（朝市など）の展開な
ど、多様な販売チャンネルの構築による販路拡大の
支援 

◎ ◎ 

農産加工における市産農産物の利用促進 
・ 市産農産物の特長を活かした加工品づくりの推進 
・ 農産加工グループをはじめ食品加工に関わる食品製

造業のニーズに対応した市産農産物の生産への新た
な取組や供給拡大の推進 

◎ ◎ 

生産者と消費者の
「食」と「農」の 
相互理解の推進 
 

食育推進基本計画の推進 
・ 市民が食と農について理解を深め、健康で安全・安

心な食生活を実現するため、農業を体験する機会の
充実やふるさと先生制度の活用など「佐賀市食育推
進基本計画」における農業分野の取組 

◎ ◎ 

生産者や農産物の情報提供 
・ 農産物直売所やインショップにおける生産者の顔写

真や生産のこだわり、生産履歴の表示など、生産者
や農産物の情報発信の強化による消費者の信頼向上
を図る活動の支援 

・ インターネットやパンフレット等を活用した本市の
農業や農産物の情報提供 

◎ ◎ 
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生産者と消費者の
「食」と「農」の 
相互理解の推進 

生産者と消費者の交流促進 
・ 農業体験などの市民が“農”にふれあう機会をつくる

とともに、生産者が直接販売するイベントなどを通
した生産者と消費者が交流する機会の拡充 

◎ ◎ 

農地がもたらす多面的機能の周知 
・ ファーム・マイレージ運動や農業体験イベントなど

を通した、農地がもたらす多面的機能（洪水防止、
気温緩和、自然環境保全など）の周知と農地保全に
対する理解、市産農産物の積極的な購入意識の醸成 

◎ ◎ 

安全・安心な農産物
づくりの確保 

・ 生産履歴の記帳やＧＡＰの取組を通した、ポジティ
ブリスト制度に基づく農薬の適正使用の遵守の推進 ◎ ◎ 

◎：特に重要なテーマ   〇：重要なテーマ    —：関連が薄いテーマ 
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4.1.4 担い手の確保・育成 

１）若者の農村への移住・定住推進策の推進 

施策 施策メニュー 北部地域 
中部地域 
南部地域 

意欲ある新規就農者
の確保・育成 

・ 就農希望者がスムーズに相談できるよう、新規就農
相談に関する総合窓口（ワンストップ窓口）の設置 

・ トレーニングファーム事業、ミニトレーニングファ
ーム事業（トレーナー制による研修）、園芸団地の
整備の推進等による意欲ある担い手の確保・育成 

・ 経営開始直後の農業機械や施設の整備に対する支援
や経営が不安定な就農直後の所得の確保に対する支
援 

・ 新規就農啓発セミナーや移住就農フェアへの出展及
びSNS等を活用した就農希望者の呼び込み 

◎ ◎ 

多様な担い手の 
確保・育成 

意欲的な女性農業者の育成 
・ 家庭や農村社会における方針決定の場において、女

性農業者の参画機会や主体的な経営参画の機会の拡
大を図るための、農業分野での男女共同参画の普
及・啓発活動の推進 

・ 女性農業者が主体的に経営に参画するため、農業委
員会が主体となった家族経営協定の締結拡大 

・ 各生産部会での女性組織の育成及び組織活動の充
実・強化 

・ 農産物等の直売、加工品の製造・販売、地域資源を
活かした交流活動等における女性起業家の育成 

◎ ◎ 

高齢農業者の活動促進 
・ 農地の多面的機能を維持する重要な存在として、ま

た、野菜や果樹などの多様な生産と直売所等への出
荷者としての活動の推進 

・ 高齢者の持つ豊かな経験や技術を活かした地元農産
物や地域の食文化の伝承 

・ 農業体験や小中学生に対する食農教育活動などへの
参加促進 

◎ ◎ 

農外出身者の育成や企業参入の促進 
・ 農業体験などを通した農外出身の若者や定年退職者

などが将来的な担い手となるための育成 
・ 農業経営における農外出身者や外国人労働者などの

外部雇用の取組促進 
・ 農業に参入し、持続可能な農業を目指す意向のある

企業に対し、佐賀県や庁内の関係部署と連携し、農
地情報等の提供や補助制度の手続等の支援 

◎ ◎ 

農福連携の推進 
・ 農業と福祉の相乗効果を期待できる農福連携につい

て、佐城地区農福連携推進協議会や佐賀北部地区農
福連携推進ネットワーク等との連携による推進 

◎ ◎ 

多様な人材確保 
・ スマートフォンアプリやインターネットを活用した

農業者や求職者が利用しやすいマッチングシステム
の普及促進 

・ 半農半Xへの相談対応や参画、定着のための環境づ
くりの検討 

◎ ◎ 

◎：特に重要なテーマ   〇：重要なテーマ    —：関連が薄いテーマ 
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2）スマート農業等、希望が見える農業基盤づくり推進 

施策 施策メニュー 北部地域 
中部地域 
南部地域 

普及啓発と導入支援 
 

見て聞いて体験する普及啓発の取組 
・ スマート農業機器を農家に貸出し、農家に機器の使

用感や省力効果などを体感してもらうための現地実
証や、機器の性能や効果を身近に感じてもらう現地
研修会の開催 

・ 現地研修会で実際に機器を使用した農家が感じた省
力効果などの紹介や、企業等によるスマート農業に
関する講演などを行う 研修会の開催 

— ◎ 

農家ニーズが高く、効果（効率化・省力化）が高い、
本市に適したスマート農業機器の導入支援 
・ 比較的導入コストが低く、実効性の高い技術の普及

拡大のための機器の導入支援 
・ 導入コストや技術レベルが高い機器の導入支援 

— ◎ 

モデル事例の 
育成・創出 

・ スマート農業技術を導入した農家を育成するととも
に、平坦地と中山間地域、それぞれに適した「モデ
ル事例」を増やし、情報発信によるスマート農業の
更なる普及 

— ◎ 

◎：特に重要なテーマ   〇：重要なテーマ    —：関連が薄いテーマ 

 
 

3）農業従事者への働きかけ 

施策 施策メニュー 北部地域 
中部地域 
南部地域 

認定農業者の育成 
 

・ 地域農業の主たる経営体として、経営感覚に優れた
認定農業者の育成の推進 

・ 地域の中心となる担い手への農地の集積・集約の推
進 

・ 農業機械の導入や施設の整備に対する国・県・市の
補助事業による支援 

・ 農地中間管理機構を活用した農地の面的集約の推進 

〇 ◎ 

◎：特に重要なテーマ   〇：重要なテーマ    —：関連が薄いテーマ 
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４.2 地域別振興方向 

４.2.1 振興策の方向性 

本市は、脊振山地から有明海に至るまで、変化に富んだ環境・文化・生産条件を有しています。
各地域がそれぞれの特徴を生かして農業・農村の振興に取り組むとともに、相互に連携することで、
『未来につなぐ佐賀の農業を支える 力強く魅力ある農村づくり』の実現を目指すものとします。 

 

１）北部の山間地域に点在する農村の振興方向 

 

【現況特性】 

  森林や湖に囲まれた山間地域であり、多様な野菜の生産が行われている。 
  「西の谷の棚田」など、山間地域として特色ある景観を有している。 
  ダム湖及び湖畔のスポーツ・リゾート施設には多くの人が訪れており、都市農村交流

の拠点となっている。 
 

【課題】 

○ 人口減少と高齢化の進行が著しい地域である。 
○ 農業経営規模が零細で、就業者の高齢化が進んでいる。 
○ 傾斜地に不整形な農地が多い。また、鳥獣被害も多い。 

 

【上位計画・関連計画での位置づけ】 

  「第２次佐賀市総合計画」で、「山村集落ゾーン」と位置づけ、土地利用計画において
「環境保全や水源涵養など多面的機能を有する山林の保全を基本に、農林業やレクリエ
ーションの振興、集落機能の維持を図る」としている。 

  「佐賀市都市計画マスタープラン」で、総合計画と同様に「山村集落ゾーン」と位置づ
け、「緑豊かな自然環境を保全し、自然を活かした憩いやレクリエーションの場として
も活用が期待される」としている。 

  「佐賀市景観計画」で、「山ゾーン」と位置づけ、「山林や集落において、自然環境や
水環境、生態環境などの影響を最小限に抑えること、集落の暮らしに配慮すること、周
辺の景観と調和したものとすること」及び「ダム周辺や国道沿いにおいては、より魅力
ある地域の形成に向けて、質の高い景観形成に寄与するよう自然景観と調和すること、
ゆとりと潤いのある景観をつくること」としている。 

  「佐賀市過疎地域持続的発展計画」で、「移住・定住の促進、人材育成」「農地の耕作
条件の改善による生産基盤の確保」「交通施設の整備、交通手段の確保」「生活環境の
整備、河川の整備等の自然災害対策」等の計画が示されている。 

 
これらの状況を踏まえ、北部地域の振興方向を次のように設定します。 

『若者も住みたくなる 森と湖に囲まれた魅力ある農村づくり』 
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２）中部・南部の市街地を取り囲む農村の振興方向 

 

【現況特性】 

  県及び市の政治・経済・教育の中心である市街地と、これを取り囲むように平坦な農
地が南部にかけて広がっている。 

  農地は、区画整備・用排水路整備がほぼ完了し、生産性の高い大規模営農への展開が
進められている。 

  農地の間を縦横に張り巡らされたクリークに関わる自然環境や歴史・文化が豊かであ
る。 

 

【課題】 

○ スマート農業の導入等による農業の効率化を図り、農業の魅力を高める可能性を有し
ており、今後の農業発展への期待がある。 

○ 一方で、担い手不足による営農体制の弱体化や、農業施設の維持管理などへの影響が
危惧されている。 

○ 保水力の高い広大な農地には、浸水被害軽減対策などの防災・減災機能が期待されて
いる。 

 

【上位計画・関連計画での位置づけ】 

  「第２次佐賀市総合計画」で、「田園集落ゾーン」「有明海沿岸ゾーン」と位置づけ、
土地利用計画において「まとまりのある農地の保全及び集落機能の維持を基本とする」
こと、「集落の生活環境の維持向上」を図るとしている。 

  「佐賀市都市計画マスタープラン」で、総合計画と同様に「田園集落ゾーン」「有明海
沿岸ゾーン」と位置づけ、「今ある良好な田園環境、自然環境は今後も市民にうるおい
と安らぎを与えるまちの資源として保全、活用する」「優良な農地と水産資源を活かし
た食料生産の場として期待される地域」としている。 

  「佐賀市景観計画」で、「平野ゾーン」と位置づけ、「田園景観等は、佐賀市を代表す
る景観として、将来に渡って守る」および、「自然環境や水環境、生態環境などの影響
を最小限に抑えること、集落の暮らしに配慮すること、周辺の景観と調和したものとす
ること」「幹線道路沿いにおいては、積極的に緑化を図り、ゆとりと潤いのある景観を
創る」としている。 

 
 
 
 
 

これらの状況を踏まえ、中部・南部地域の振興方向を次のように設定します。 

『新しい農業・農村の姿を実践する 力強く魅力ある農村づくり』 
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３）北部地域と中部・南部地域を結ぶ地域の振興方向 

 

【現況特性】 

  北部の山間地域から中部・南部の平坦地、さらに有明海沿岸の干拓地に至るまで、南
北に多様な自然環境、生活環境、農業生産状況が展開しており、これらをつなぐ地域
である。 

  交通利便性においては、鉄道や高速道路網が東西に横断しており、他都市からのアク
セスが良好である。また、北部及び南部から佐賀市街地への道路網も整備されており、
南北の人の流れ、物の流れが良好である。 
 

【課題】 

〇 農業・農村の魅力を伝える地域間の交流が、より活発になることが望まれる。 
 

【上位計画・関連計画での位置づけ】 

■ 「第２次佐賀市総合計画」で「都市軸の配置」として、「広域交流軸」「域内交流軸」
「環状軸」により市の骨格を形成し、本市と広域都市圏と結び、また、市域内の拠点
を結ぶ」としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
これらの状況を踏まえ、北部地域と中部・南部地域を結ぶ地域の振興方向を次のように設定

します。 
 

『多様な魅力ある農村と地域拠点を結ぶ 交流軸づくり』 

【都 市 軸】 

広域交流軸 
広域交流軸は、九州新幹線西九州ルートやＪＲ長崎本線、九州横断自動車道、 

有明海沿岸道路、国道 34 号など、福岡都市圏をはじめとする主要都市間を結ぶ 
軸であり、広域都市圏との交流や産業活動を促進するとともに、市域全体の発 
展を支える役割を担っています。 
 

域内交流軸 
域内交流軸は、広域交流軸を補完し、中心拠点と各地域拠点を有機的に結ぶ 

軸であり、市域の一体的な都市形成や地域間交流を促進する役割を担っていま 
す。 

 

環状軸 
環状軸は、中心拠点を囲む広域交流軸や域内交流軸を補完する軸であり、中 
心拠点へ流入する通過交通などを適切に分散し渋滞緩和を図るとともに、広 
域都市圏や各地域拠点へ適切に誘導する役割を担っています。 

図 4-1 将来都市構造図 

佐賀県西部・長崎県

 

福岡都市圏・福岡県南西部・熊本県北部

 

佐
賀
県
東
部 
 
 

 

首都圏・東アジア等 

広域交流軸 

域内交流軸 

環状軸 

山村集落ゾーン 

都市ゾーン 

田園集落ゾーン 

有明海沿岸ゾーン 

福岡都市圏 
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  ～農の絆で 次代につなぐ魅力あるまち さが～ 

『未来につなぐ佐賀の農業を支える 力強く魅力ある農村づくり』 

図 4-2 地域別振興方向 

若者が住みたくなる 

森と湖に囲まれた魅力ある農村づくり 

多様な魅力ある農村と地域拠点を結ぶ 

交流軸づくり 

新しい農業・農村の姿を実践する 

力強く魅力ある農村づくり 
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４.3 推進プログラム 

本計画に掲げた地域の将来像を実現するためには、農業者や関係機関・団体をはじめ、より
多くの市民に、本計画の趣旨や内容を理解していただき、協力・連携しながら進めていく必要
があります。 

また、農業を取り巻く社会情勢等に柔軟に対応していくことも重要です。 
本計画では、計画の決定から評価・改善までを周期的に行う管理手法「PDCAサイクル」によ
り、評価、改善を行っていくこととします。 

PDCAとは、「Plan（計画）」⇒「Do（実行）」⇒「 Check（評価）」⇒「Action（改善）」
のそれぞれのプロセスを順番に行うことで、計画の実効性を確認・評価し、必要に応じて計画
を改善することで、継続的に計画の実現を図るための管理手法です。 
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４.4 住民参加の方針 

第２次佐賀市総合計画では、基本理念において「絆を強め、情報共有、参加、協働によるま
ちづくりを！」を第一に掲げています。これは、少子高齢化等の社会環境の変化に対応した安
全で快適なまちづくりを進めていくためには、住んでいる人どうしのつながりや関係をより一
層充実したものにすることが重要であるとの認識によるものです。 

農村づくりにおいても、農業・農村が抱える課題をより多くの市民が共有し、これらの課題
を社会的、公的な問題ととらえ、市民や地域、 NPO団体、企業等が自ら主体的にその課題解
決に向けて取り組むことが重要です。また、行政をはじめとする全ての主体が適切な役割分担
のもと、対等なパートナーとして連携や協力を行う「協働」の推進を目指していく必要があり
ます。 

本計画に掲げた各施策についても、農業関係者のみならず、建設・福祉・教育・文化・環境
等様々な分野の組織・団体・企業等との連携を図りながら推進することが必要です。 

 

 

表4-1  市民と行政の役割 

市民に期待される役割 行政の果たす役割 

全ての市民 
・ 農地、水路の多面的機能に基づく重要性を理解

する。 
・ 農業・農村振興地域の自然環境を大切にする。 
・ 新しい農業の姿、動きに関心を持つ。 

・ 農地や農業用施設等の整備を行う。 
・ 農村集落内の生活環境の整備を行う。 
・ 農道や用排水路の機能保全や維持管理を支援す

る。 
・ 担い手への農地の集積、集約を支援する。 
・ 農村集落内での共同作業を支援する。 
・ 新しい農業の姿の広報、情報発信を行う。 

農村集落内の個人・家庭 
・ 地域の共同作業に参加して、地域環境の保全や

コミュニティ形成に努める。 
地域・ＮＰＯ・企業など 
・ 農業・農村振興地域の保全活動を支援する。 
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【参考】 関係部局ヒアリング結果 概要 
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関係部局ヒアリング概要 

部局課名 主なヒアリング内容 
総務部 

危機管理防災課 
  防災は全庁的な取り組みであり、市民への情報提供を行っている。国土強靭化地域計

画などが関連計画として考えられる。 

政策推進部 
企画政策課 

  次期「佐賀市総合計画」については、令和7年4月に策定予定である。 
  次期総合計画は、特に2040年の人口構造の変化に着目し、一定の人口減少を見据えた

計画としていく。これまでとは異なる発想の転換により、市民一人ひとりの幸せや心
の豊かさを求めることに主眼を置いた計画とする予定である。 

政策推進部 
バイオマス産業推進課 

  バイオマスの利活用は、「資源循環」の一つの手段でありキーワードとしては、「持
続可能性」や「資源循環経済」で考えていくことになる。 

  清掃工場や下水道浄化センターなどの施設の周囲は農地であるため、農村づくりの関
わりが出てくるのかもしれない。 

経済部 
観光振興課 

  三瀬の田舎と都市のふれあい祭りなど、都市部との交流事業に対して補助を実施して
いる。 

  三瀬や富士などの北部地域については、福岡方面からのアクセスがよく、自然、温泉
などの観光資源が豊富にあることから、観光に適した地域であると認識している。 

農林水産部 
農業振興課 

  現在「農業振興基本計画」は改訂作業中であり、情報共有を行うとともに、改訂内容
を踏まえた計画としてほしい。 

  豪雨災害の激甚化・頻発化に伴い、田んぼを活用した災害に強い農地への取り組みが
重要となる。 

  スマート農業を推進するために農地の大規模化、集約化が今後必要である。機械の大
型化に伴う農道の整備が求められている。 

農林水産部 
森林整備課 

  林業においても、農業同様に高齢化や担い手不足の課題がある。 
  管理できない林野が増えていく傾向にあるが、面積が広大であり対応に苦慮してい

る。 

農林水産部 
水産振興課 

  河川や水路から有明海にながれ出たごみ等は、漁港に漂着する、海面を漂うなど、海
苔の生産等に影響を与える。 

  農村へ移住してくる人と先住者とのコミュニケーションを図り、生活しやすい状況を
つくる必要性がある。 

都市戦略部 
都市政策課 

  「佐賀市都市計画マスタープラン」は、令和7年度に向けて改定予定である。なお、同
じく改定中の「佐賀市総合計画」に基づいて土地利用等を考えていくことになる。 

建設部 
道路整備課 

  集落内市道の改善・維持・保全については地域からの要望を受け対応している。 
なお、農作業の大型機械化が進んでおり、集落内市道の利便性向上と安全性の確保の
両面への配慮が求められている。 

  有明海沿岸道路や都市計画道路など、国、県の事業である地域間連絡道路網につい
て、さらなる推進を期待している。 

建設部 
河川砂防課 

  田んぼダムは、河川流入量を減らす効果など期待している。なお、農地の対策につい
ては、今後の連携が課題となってくるであろう。 

  水路の整備の際は、維持管理に配慮したものとしてほしい。 

環境部 
環境政策課 

  「佐賀市環境基本計画」は、令和6年度に改定予定である。 
  佐賀市には多くの水路やクリークが縦横に張り巡らされ、全国有数の水辺環境を有し

ており、希少な水生生物の宝庫である。 
  公共工事の際の自然環境調査を通じて生物多様性の保全を図り、希少な動植物が見つ

かった場合は、移植等の保全対策を講じている。 
  魅力ある農村環境づくりにおいて、農村の地域資源を再生可能エネルギー源として活

用することも有効ではないか。 

地域振興部 
地域政策課 

  令和3年度に「佐賀市過疎地域持続的発展計画」を策定し、人口減少が進む北部中山間
地域において、移住・定住支援施策に取り組んでいる。 

  その主な取り組みとして、富士町、三瀬村、大和町松梅地区において空き家バンク制
度を運用している。佐賀・福岡在住者を中心に利用登録者は多いが、空き家の登録物
件を増やすことが必要である。 

農業委員会 
  「担い手農家への利用集積」「耕作放棄地の発生防止・解消」「新規参入の推進」に

重点を置いて取り組んでいる。 
  農地法の改正により、農地を取得する際の「下限面積要件」が削除されたため、農業

従事者は耕作面積に関係なく農地の購入が可能となった。 
教育委員会 
学校教育課 

  小学校では農業体験を、中学校ではキャリア教育を行っている。 
  小・中学校で、食料自給率やフードロスについて学んでいる。 

58 



佐賀市農村振興基本計画 

59 
 

 

  



佐賀市農村振興基本計画 

60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   佐賀市 農林水産部 農村環境課 

   令和６年３月 


